
資料４－１

品目別廃棄物処理・リサイクルガイドラインの進捗状況

及び今後講じる措置
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

１．紙 １．古紙利用の促進
(1) 目標：「リサイクル６０目標」 (1)目標

「古紙リサイクル促進のための行動計画」（平成１２年１２月策 ・資源有効利用促進法の特定再利用業種に製紙業が継続指定さ ・紙製造業を資源有効利用促進法の特定再利用業
定）に基づき、資源有効利用促進法における特定再利用業種として、 れ、同法に基づき、現在「リサイクル６０目標」を実施中。 種に位置づけ、引き続き古紙利用の促進を図る
古紙利用の一層の拡大を計画的に推進することとし、平成１７年度に （古紙利用率（実績）平成１３年度 ５８．３％） 。
紙・パルプ製造業における古紙利用率６０％の達成を図る。
（平成１２年度５７．３％） ・平成９年９月に作成した「古紙リサイクル促進のための行動 ・新たな｢古紙リサイクル促進のための行動計画｣

計画」を実施。 として掲げられた、
①古紙リサイクル促進のための集中的な普及啓発 ①製紙業界における古紙利用向上の推進
②新規用途の開発・普及啓発 ②紙利用業界における古紙リサイクルの促進
③製紙メーカーに対する働きかけ ③消費者・一般事業者、自治体等への普及啓発
④大口ユーザーに対する働きかけと体制整備 と効率的な回収システムの構築

④紙製容器包装のリサイクルと古紙他用途利用
の促進

に関し、関係各主体のそれぞれの取組を推進。

(2) 古紙利用の拡大 (2)古紙の利用の拡大
各種紙製品分野において古紙利用率の拡大に努める。特に、従来、 ・日本製紙連合会において、「平成１２年度リサイクル５６目 ・資源有効利用促進法に基づき設定された「２０

古紙の利用が少なかった印刷・情報用紙（紙生産に占める比率３７ 標」（平成６年）を策定し、個別企業において古紙利用率の ０５年度古紙利用率目標６０％」について、同
％、古紙利用率２２％）の分野において古紙利用の拡大に努める。 向上対策を実施。その結果、１年前倒しで平成１１年度に 古紙リサイクル推進検討会で提言された行動計

このため、各企業において古紙再生設備の導入を進める。 ５６．３％となり目標達成。 画に基づいて、製紙業界の取組を推進。
・日本製紙連合会古紙部会に対して、平成１３年度以降の新た

な古紙利用率の自主的目標値の設定のための検討を要請、同
連合会では、技術的な検討と古紙リサイクル推進検討会での
検討状況を踏まえ、２００５年度までに古紙利用率を６０％
に向上する自主目標を１２月に決定。

・各企業に対して、再生紙製造設備（ＤＩＰ設備等）の設置・ ・引き続き、個別企業における再生紙製造設備の
増強計画等についてアンケート調査を実施。 設置等の進捗状況のフォローアップを実施。

・印刷情報用紙への古紙利用率は平成１１年度の２１％から平 ・新たな｢古紙リサイクル促進のための行動計画｣
成１２年度で、２２％まで向上。 を踏まえつつ、引き続き、印刷情報用紙への古

紙利用の拡大を推進。

(3) 再生紙等の利用の拡大 (3 )再生紙等の利用の拡大
① （財）古紙再生促進センターによる普及啓発活動の推進などによ ・政府公報等による普及・啓発 ・引き続き広報等の活用を通じて啓発を実施。

り、古紙利用製品（トイレットペーパーなどの衛生紙、ノート、再 －暮らしの中のリサイクル展（毎年１０月）
生コピー用紙等）の購入への国民の意識の普及・啓発を推進する。 ー日本テレビ「ご存知ですか」（古紙リサイクルについて）

また、各企業が実施している再生紙の表示、古紙利用率の表示を (平成13年10月5日)
～みんなで古紙リサイクル！！－古紙リサさらに進めるとともに、グリーンマーク制度について、古紙再生促 ー主要新聞突出し

イクル週間(10/7～13)～進センターにおいて関係者での議論を踏まえつつ、更なる苗木配布
事業終了後の普及のあり方を含め、平成１３年度中に詳細な検討を ・(財)古紙再生促進センターの事業 ・(財)古紙再生促進センターの事業
行う。 －グリーンマーク事業の実施。 関係業界等と連携しつつ、消費者・地方自治

・グリーンマーク表示商品 16,898銘柄(平成１３年度末) 体等への普及啓発や情報提供等を行う左記の各
・苗木等配布件数 4,0 0 0件（平成１３年度で終了） 事業について、引き続き内容の充実を図りつつ
・児童生徒への啓発は、ペーパーリサイクル講習会を実施 実施。

して補完。 平成１３年度２２カ所のうちの８カ所） ・児童生徒向け講習会を引き続き実施
－古紙利用新規用途開拓委員会の開催。 ・児童生徒向けビデオを作成し活用する
－再生紙利用促進のためのパンフレット等の配布。
－リサイクルペーパーフェアの開催（平成１３年度３カ所）
－紙リサイクルセミナー、古紙利用新技術セミナーの開催。
－リサイクル対応型紙製商品開発調査の実施

・日本製紙連合会の事業 ・日本製紙連合会の事業
古紙の利用拡大を図るための広報活動等の実施。 古紙の利用拡大を図るための左記の広報活動
－インターネット(ホームページ)によるリサイクル関連広報 を引き続き実施。
－環境・リサイクル関係パンフレットの作成、配布
－環境講演会の実施（年４回）
－小学校教職者を対象とした環境・リサイクル問題の理解

促進のための工場見学会の実施(年４回)
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－リサイクル関連の雑誌広告の掲載（年３回）
の事業・機械すき和紙連合会の事業 ・機械すき和紙連合会

－古紙リサイクル週間に、ｼｮｯﾋﾟ ﾝ ｸ ﾞ ｾ ﾝ ﾀ ｰ等でパネルや古紙利 古紙の利用拡大を図るための左記事業を引き
用製品サンプル展示、紙すき体験等の実施（４カ所） 続き実施。

－小学生、婦人団体等に対する工場見学の実施。
－古紙製品のＰＲ用リーフレットの作成、配布の実施。
－インターネットによる古紙原料使用家庭紙拡大ＰＲ
－静岡県家庭紙工業組合の統一ブランドトイレットペーパー

「シティア」の製造・販売。
－東京２３区ブランド等、各都市との連携による古紙原料ト

イレットペーパーの普及拡大。
・再生紙の表示に関しては、古紙再生促進センターにおいて、 ・各企業が実施している再生紙の表示、古紙混入

同センターで実施しているグリーンマーク（表示）事業につ 率の表示を引き続き推進。
いて、最近の環境変化を踏まえ、より広く利用されるための
在り方等の検討を実施中。

② グリーン購入法及び省エネルギー・省資源対策推進会議の申合せ ・中央省庁における再生紙の利用促進及び地方公共団体等に対 ・グリーン購入法及び省エネルギー・省資源対策
等に基づき、中央省庁における再生紙の使用拡大を図る。また、 する再生紙の利用拡大等を要請。 推進会議の申合せ等に基づき、中央省庁におけ
「古紙リサイクル促進のための行動計画」に基づき、紙利用事業者 ［中央省庁における再生紙の導入率］（平成１２年度） る再生紙の使用拡大を推進。また、紙利用事業
等における再生紙の利用拡大等を推進する。 －トイレットペーパー 100％ 者等における再生紙使用拡大を引き続き推進。

－コピー用紙 99.8％、 －封筒 100％
・紙製造業界、紙利用業界と協力し「古紙リサイクル促進の為

の行動計画（平成１３年度）」を策定。団体を通じて行動計
画の周知と協力を呼びかけた。

(4) 古紙他用途利用の拡大 (4) 古紙他用途利用の拡大
「古紙リサイクル推進検討会」報告書（平成１２年１２月）を踏ま ・民活法の古紙他用途利用施設として、古紙再生ボード製造施 ・引き続き、施設の整備等を推進。

え、低級古紙のリサイクルを促進する観点から古紙の他用途利用のた 設を１件認定(平成１３年度) ・他用途利用技術開発への各種支援の実施。
めの技術開発及び施設整備等を進める。

２．古紙回収の促進
(1) オフィス古紙の回収の促進 (1) オフィス古紙の回収の促進

増加しているオフィスから排出される古紙について、回収の促進を ・(財)古紙再生促進センターの事業 ・(財)古紙再生促進センターの事業
図る。 －オフィス古紙回収のためのマニュアルの作成配布 オフィス古紙の効率的なリサイクルシステム
① オフィス古紙回収マニュアルの民間企業への普及・啓発（講習会 （平成１２年度作成配布数1,6 0 0部） の構築と普及のための左記の各事業について、

等）を進め、オフィス古紙の回収を促進する。 －オフィス古紙全国サミットの開催 インターネットの活用等内容の充実を図りつつ
② オフィス古紙の複数企業による効率的な共同回収・リサイクルを （平成１３年度、東京で実施（１２年度も東京で開催）） 引き続き実施。

民間のリサイクルシステムを活用して構築するなど、オフィス古紙 －雑誌等古紙分別収集有効利用システムモデル事業の実施
の効率的な回収システムの構築を促進する。 （平成１３年度インターネット活用モデル１件も含む４カ

所で実施（１２年度も２カ所で実施）

(2) 集団回収等による家庭系古紙の回収の拡大 (2)集団回収等による家庭系古紙の回収の拡大
① 家庭から排出される古紙についても回収の拡大を図る。 ・(財)古紙再生促進センターの事業 ・(財)古紙再生促進センターの事業
② 集団回収等について、（財）古紙再生促進センターによる回収方 －家庭系古紙の適切な分別回収を促進するためのﾍﾟｰﾊ ﾟ ｰ ﾘ ｻ ｲ ｸ 引き続き、左記事業を実施。

法等の普及・啓発（講習会等）の一層の推進を図る。 ﾙ講習会の開催
（平成１３年度２２カ所（前年度２１カ所）

・全国製紙原料商工組合連合会の事業 ・全国製紙原料商工組合連合会の事業
－古紙回収促進パンフレットの配布、ホームページによる 引き続き、左記事業を実施。

ＰＲ。
－全国自治体の古紙回収事業への協力。

３．紙製容器包装リサイクルの促進
(1) 飲料用紙製容器（紙パック） (1) 飲料用紙製容器

① 「飲料用紙製容器のリサイクル促進のための勉強会」のとりまと ・平成１２年度における飲料用紙製容器のリサイクル率は ・回収促進のための啓発、関係各主体に対して今
め（平成１２年５月）を踏まえ、紙パックに関し、回収促進のため ２８．８％に向上した。 後のリサイクル促進の方向に関する具体的な取
の啓発を行い、再生容易な製品の製造及び再生利用のための技術開 ・平成１２年５月に導入した識別表示の導入率は、銘柄数で 組を促すとともに、必要に応じて、関係各者の
発を進めるとともに、全国牛乳容器環境協議会において平成１３年 ３１．４％、生産数で４８．５％である。 取組状況のフォローアップ。
度中にその回収・リサイクル率向上のためのアクションプログラム
を策定し、更なる回収・リサイクル率の向上を目指す。
（平成１０年度２５．１％）
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② 紙パックのリサイクル促進を図るため、モデルとなる取組事例の ・紙パックリサイクルの情報提供を図るため、ホームページ ・紙パックリサイクルモデル事業の実施と自治体
収集・整理、モデルリサイクル事業の実施を行い、この結果を基に を開設した（平成１３年度） 向け手引書の作成、配布。
自治体向けの分別収集手引書を作成・配布する。

(2) その他紙製容器包装 (2) その他紙製容器包装
① 容器包装リサイクル法により、平成１２年度から市町村で分別収 ①前年に引き続き、古紙再生ボード、覆土代替材、固形化燃 ・古紙再生ボード及び 固形化燃料について引き

集された飲料用紙容器・段ボール以外の紙製容器包装が再商品化さ 料について、技術開発を実施。 続き技術開発を支援。
れつつあるが、製紙原料以外の用途拡大を図るため、新規用途につ
いて技術開発を行い、施設の整備を図るとともに、新規用途品の市
場開拓を図る。

② 紙製容器包装の回収に取り組んでいる市町村及び再商品化事業者 ②紙製容器包装の分別収集・選別等のモデル事業を実施。 ・市町村及び再商品化事業者に対する実態調査を
に対する実態調査を実施し、その結果や収集・選別のモデル事業の (平成９・１１年度 古紙再生促進センター) 実施し、紙製容器包装の効率的なリサイクル促
成果等を基に、市町村による分別収集及び再商品化事業者によるリ 進のための情報提供を行う。
サイクル施設の整備等の促進に向けた情報提供を行う。

③ 「紙製容器包装リサイクル推進協議会」を活用し、紙箱等のリサ ③紙製容器包装分別収集物実態調査の実施及び自治体へのヒ ・本協議会の活動を引き続き推進。
イクルを推進する。 アリングと提言の実施

(平成１２・１３年度紙製容器包装リサイクル推進協議会)

(3) 表示 (3) 表示
① その他紙製容器包装が資源有効利用促進法の指定表示製品に位置 ①その他紙製容器包装を資源有効利用促進法指定表示製品に ・引き続き、紙パック、段ボールについて、自

づけられたことを踏まえ、その他紙製容器包装への識別マークの表 位置付けるとともに、紙パック、段ボールについては、業 主的ガイドラインに等に基づく識別表示の状況
示を徹底する。 界における自主的なガイドラインの作成等、識別表示の取 調査等取組を推進。

組を推進。
② 紙パック、段ボール製容器包装についても、自主的取組としての ②紙パックの表示実施率：58.7％

識別表示を推進するとともに、今後の実施状況等を踏まえた上で、 （平成13年9月末現在・飲料用容器リサイクル協議会調査）
必要に応じ、法制化を検討する。 段ボール製容器包装の表示実施率：52. 5％

（平成13年9月末現在・日本段ボール工業会調査）
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

２．ガラスび １．リサイクルの推進
ん (1) ガラスびんにおけるカレット利用率の向上

① 目標 ・カレット利用比率（実績） ・ガラス容器製造業を資源有効利用促進法の特定
資源有効利用促進法における特定再利用業種として、ガラスびん 平成13年度 ８２．０％ 再利用業種に位置づけ、引き続きガラスびんに

におけるカレット利用率の向上を計画的に推進し、カレット利用比 （平成12年度 ７７．８％） おけるカレット利用率の向上を計画的に推進。
率について平成１３年度に６５％との目標を達成するとともに、平 （平成11年度 ７８. ６％）
成１７年度に８０％との目標達成を目指す。 （平成10年度 ７３. ９％）
（平成１２年度７７．８％） （平成９年度 ６７．４％）

・日本ガラスびん協会技術委員会、ガラスびんリサイクル促進
協議会で検討を行い、平成１７年度までにカレット利用率８
０％達成とする新たな目標を設定。本目標設定にしたがって
、資源有効利用促進法の省令（判断基準）を改正（平成１４
年３月２９日告示）。

② 異物除去装置等の導入・普及を図る。 ・税制優遇措置、政策投資銀行等低利融資制度等を活用しつつ ・引き続き導入促進を図る。
、関連設備の導入を図っている。

・結晶化ガラスの自動選別システムの技術開発を実施（平成８
年度及び９年度実施）。

③ リサイクルの推進に資するガラスびんの技術開発を推進する。 ・再資源化に適した着色ガラスびんの製造技術の研究開発を実 ・市場テストの実施等、商品化に向けての取組み
施。 を更に強化する。

・カレット利用率の向上を図るため、日本ガラスびん協会では ・左記事業を引き続き実施。
、業界統一カレット受入品質規格を改訂（平成１４年１０月
移行）。平成１３年度は暫定規格を適用し、品質データの集
積を行った。

④ カレットをほぼ１００％用いるエコロジーボトルの利用を推進す ・市中カレット（主に緑、青色のカレット）を10 0％使用した ・引き続きＰＲを実施するとともに、導入品種を
る。 「エコロジーボトル」を開発（平成３年度）、各社でＰＲを 増やし需要拡大を図る。

実施し需要拡大を図っている（平成１３年出荷実績 約８５
００万本（前年比＋8.5％））。

(2) カレットの新規用途の開発、拡大
① タイル、人工軽量骨材、道路舗装用骨材等カレットのガラスびん ・新規用途開発として道路用骨材への適用性に関する評価。

以外での新規用途を開発し、新規用途品の市場開拓及び供給能力の （平成７年度～）
拡大を図る。 ・新規用途開発として超軽量多孔質土木材に関する技術開発の

② 公共部門での需要拡大のための検討を行う。 成果普及（平成８年度及び９年度実施）
・民活法の支援対象に、ガラスびんリサイクル施設を追加。
・自治体の道路工事等へのカレット粒状化製品利用を可能にす ・各地の展示会、自治体向けのデモンストレー

るための移動式カレット粒状化設備の技術開発の成果普及。 ションを通じ、技術開発の成果をＰＲするなど
（平成８年度及び９年度実施） 更なる需要拡大を図る。

・ガラスカレットの需要拡大に資する技術開発を実施。（新規
技術開発予算・平成１０年度～１２年度）

・ガラス入りアスファルト舗装の再生合材による試験舗装
（平成１２年度）

・建設省「公共事業における試験施工のための他産業再生資材
試験評価マニュアル案（平成１１年）」の普及。

・ガラスびんリサイクル促進協議会において、国の委託事業 ・左記事業を引き続き実施。
（ガラスカレット地域別需給動向把握システムの開発）とし
て、カレットの需要動向把握システムの開発を行っている。
（平成１３～１４年度）

(3) カレットの品質向上
① 自治体に対し、ガラスびん（カレット）の分別の品質の向上を図 ・地方自治体を対象に回収システム、回収方法についてのアド ・左記事業を引き続き実施。

るよう要請する。 バイスや普及・啓発活動を継続するとともに（昭和５９年度
～）、終了した事業の成果を全国の地方自治体等にパンフレ
ット等で周知することにより、ガラスびんの分別収集対する
意識の向上を図る。（平成８年度～）
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・地方自治体が分別収集したガラスびんの品質について異物混 ・左記事業を引き続き実施。
入状況等に応じたランク付けを行うことにより、ガラスびん
の品質向上に向けての努力を促した。その際、具体的な品質
基準を示したパンフレットを配布し意識を高める。平成９年
度～）

・厚生省「ガラスびん分別収集の手引き（平成12年３月）」の ・左記事業を引き続き実施。
各自治体への配布により分別収集における品質向上を図る。

・分別収集された空きびんに異物混入が多い市町村に対し、関 ・左記事業を引き続き実施。
係団体において品質調査を行い、品質要請を実施。その結果
市町村の努力により品質が改善された事例も見られている。

② 消費者に対し、ガラスびん（カレット）の分別の品質の向上のた ・ガラスびんリサイクル促進協議会において、国の委託事業 ・引き続きＰＲを実施するとともに、自治体への
めの協力を呼びかける。 （モデルリサイクルシステム事業）として回収の実施、普及広 要請を通じ消費者の分別の品質向上を図る。

報等のモデル事業を実施。分別収集における効果的な住民へ
のＰＲ方法、収集方法等の成果の普及を図った。

平成８年度 東海、関西地区
平成７年度 関東地方
平成６年度 埼玉県内及び千葉県内

２．リデュース、リユースの推進
① 軽量びんの開発、普及を図る。 ・飲料メーカー主導により、各びんメーカーで軽量びんの開発 ・左記事業を引き続き実施。

、普及を実施。ビールびん、牛乳びん等において、従来に比
べ21～25％の軽量化を実現。

・税制優遇措置、政策投資銀行等低利融資制度等を活用しつつ ・引き続き導入促進を図る。
、洗びん・検びん、洗函装置の導入を図っている。

② リターナブルびんの利用促進のため、統一規格びんの普及方策を ・飲料メーカー及びびんメーカーの協力により再利用促進の表 ・左記事業を引き続き実施。
検討するとともに、リユース（リターナブル）を考慮したリサイク 示として「Ｒ」マークを導入するとともに統一規格びんの採
ル目標を検討する。 用を実施。（平成４年度開始）（平成１３年出荷実績 約１

１００万本（前年比＋3.1％））
・リターナブルびんの利用促進を図るために必要な、問題点の ・リターナブルびんの 存在意識の明確化及び環

把握、検討、解決策の提案を実施。（平成７年度開始） 境面での優位性を明確化し、ライフスタイルの
業界団体においてリターナブルびんの現状分析、減少要因の 変化に対応したシステムの検討を行う。
分析（ライフスタイルの変化による影響、流通の変革による
影響、商品別の要因）を実施。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

Ⅰ．リサイクル・リデュースの推進３．スチール
缶 ・リサイクル率（実績） 平成13年 ８５．２％ ・今後も引き続き、リサイクル率８５％以上の達１．目標値

目標：スチール缶リサイクル率８５％以上 ８２．９％＜新定義＞ 成に向けた諸事業を推進
（平成１２年８４．２％） 平成12年 ８４．２％

平成11年 ８２．９％
平成10年 ８２．５％
平成９年 ７９．６％
平成８年 ７７．３％

なお、適正なリサイクル率を設定するため、諸統計類の整備を含めた （注）平成13年の新定義によるリサイクル率は、ペットフード ・資源循環指標調査検討委員会で方向性が出され
国によるリサイクル率算出方法について標準化を行うことを視野にいれ 缶の輸出入量等を勘案した新しいリサイクル率により算定 た回収・再資源化率に基づいたリサイクル率の
つつ検討を進める。 した値 算出

・リサイクルルートに関する調査を実施
．リデュース・リサイクル対策の推進２

・省資源化の観点から、素材の薄肉化及び軽量化を図り、過去 ・更なる素材の厚み削減、缶の軽量化に向けた技資源を合理的・効率的に利用するという観点から、総合的なリサイクルを推
１０年間で素材の厚みを約２０％削減 術確立を推進進するとともに、一層の薄肉化・軽量化を促進する。

３．製鋼原料としての用途拡大
全国８０箇所以上に点在する高炉メーカー・電炉メーカー・鋳物メー ・高炉メーカーでの２０万ｔ以上引き取りを目指し体制の整備

カーにおいてあらゆる鉄鋼製品の原料として活用できるという特徴を活 を行ってきた結果、平成１１年は２０．８万ｔ、平成１２年
かし、今まで以上に広範囲な用途への適用を行うべく検討を進める。 は２５．５万ｔと目標の引取量を達成したため、受入体制の

整備は完了

４．容器包装リサイクル法と連携したリサイクル対策の推進
容器包装リサイクル法に関して、分別基準及び保管施設の設置の基準

を満たす鋼製の容器包装について、その円滑な取引及びリサイクルを確
保していくために、 次のような対応を行スチール缶リサイクル協会にて
う。
(1) 「一般的自律的に有価で取引される状況にある」ことの裏付けとな ・平成８年より毎年１～２月にスチール缶の分別収集、資源化 ・左記の取組みを引き続き実施

る事実関係を継続的に把握する。 処理、売却等に関するアンケート調査を実施し、結果を年次
レポートに掲載し、データベースとして構築

(2) 本システムが更に有効に機能するために、市町村による分別収集の ・市町村の分別収集促進のためのリサイクル施設設置支援事業 ・自治体へのコンサルティング及び啓発活動の支
拡大に向けたコンサルティング及び啓発活動の支援事業をボランタリ を実施（平成１１年度１２箇所、平成１０年度１５箇所、平 援事業を継続
ーに継続する。 成９年度１１箇所、平成８年度２３箇所、平成７年度２０箇
啓発活動の内容 所）

・ﾘｻｲｸﾙﾌｪｱｰ開催時の協賛、ﾎﾟｽﾀｰ、ﾊﾟﾈﾙ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ類の提供 ・自治体等からの問合せに対する対応窓口として、スチール缶 ・左記の取組みを引き続き実施
・リサイクルセンター展示品の提供 リサイクル相談室を設置（平成３年度に開設）
・ﾋﾞﾃﾞｵ、CDｰROMの提供

(3) いわゆる逆有償の状況についての可能性を有する状況に係る報告が ・逆有償について、平成１２年度の実績はない。 ・分別基準適合物の引き取り状況についての情報
あった場合には、業界として次の各段階において適切な措置を講ず 入手に努め、状況に応じた適切な措置を実施
る。
・第１段階：逆有償の状況の可能性を有する上記に係る原因の究明、

当該状況改善のための市町村に対する助言
・第２段階：自治体に対し有償又は無償で引き取る事業者又は受入れ

鉄鋼メーカーに関する情報提供
・第３段階：最終的に上記各段階における措置が功を奏さない場合で

あって、自治体側が逆有償の状況解消の意思を表してい
るときは、容器素材メーカー又は同メーカーにより処理
を委託された者による無償による引き取りを用意

なお、上記対応については、一般缶等他の鋼製の容器包装関係団体と
も連携を密に保っていく。

Ⅱ．今後の事業活動について
容器包装リサイクル法と連携して、スチール缶リサイクル協会の推

進してきた「消費者による分別排出→自治体による分別収集→鉄鋼メ
ーカーによる再利用」という三位一体となった社会システム構築のた
め、再資源化対策、美化・散乱対策、普及啓発対策を３本柱に更に活
動を強化推進していく。
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１．再資源化対策
(1) 自治体の分別収集促進のためのコンサルティング及び啓発活動の実 ・スチール缶リサイクル相談室におけるコンサルティング実施 ・左記の取組みを引き続き実施

施継続
(2) 事業系リサイクル対策の拡大

・自治体との協同作業の研究会による事業系の資源化システム作りの ・自治体との共同作業による事業系資源化システム作りの実施 ・家庭系、事業系の統合的なリサイクル推進に向
研究の実施 （平成１０年度京都市、平成９年度藤沢市・熊本市、平成８ けた研究会を実施。

年度大宮市・岐阜市、平成７年度船橋市・川口市、平成６年
度北九州市・千葉市）。平成１０年度までに９都市で調査を
行い、平成１１年度はそれをもとにレビューを実施した結果
、事業系資源化システム作りは着実に進捗していることを確
認した。

(3) リサイクルシンポジウムへの支援 ・シンポジウム及び研究会等自治体清掃担当者との会合を実施 ・左記の取組みを引き続き実施
・年２回実施

(4) リサイクルマニュアルの改定 ・分別収集の拡大に向け、分別収集と資源化設備について、技 ・左記の取組みを引き続き実施
・分別収集の拡大に向け、その方法と対策について整理 術的な解説と設置計画の手順をまとめたマニュアルを作成し

、全国自治体へ配付
(5) スチール缶リサイクル相談室でのコンサルディングの継続

２．美化・散乱対策
「市街地におけるあき缶散乱防止対策調査」の結果等を踏まえ、以下 ・市街地の美化に関する美化研究会を設置（平成９年）し、地 ・左記の取組みを引き続き実施

の取組を実施する。 域住民を主体とした美化活動の組織を行政の協力を得ながら
構築する美化スシテムを検討。また、美化システム作りに関

(1) 環境教育シンポジウム等の開催 するマニュアルを作成し、全国自治体、ボランティア団体等
・美化リーダーの養成等を目的に実施 へ配布

・市街地の美化に関する先進事例を紹介する全国まち美化シン ・左記の取組みを引き続き実施
ポジウムを開催（年１回美化活動に熱心な都市で開催）。

・美化ボランティア団体の連携、情報交換の場として全国まち ・左記の取組みを引き続き実施
(2) 美化ボランティア団体への支援活動 美化連絡会議を設置
(3) 合同美化キャンペーン等啓蒙活動の実施 ・観光地におけるごみの散乱防止に関する合同美化キャンペー ・左記の取組みを引き続き実施

・全国の観光地におけるポイ捨て防止キャンペーン等を実施 ン等を実施

３．普及啓発対策
(1) 消費者、事業者、行政関係者への普及啓発の充実 ・新聞広告、インターネット等を通じた啓発活動、ビデオ／パ ・左記の取組みを引き続き実施

・新聞、雑誌等での普及啓発の実施 ンフレット類の配布、リサイクルフェアへの協力、資源化施
・環境教育ビデオ及びＣＤ－ＲＯＭの配布 設見学会等を実施し、一般消費者、教師、生徒にスチール缶
・資源化見学会の実施 リサイクルの啓発活動を行う。
・自治体主催のリサイクルフェアー等への協力、パンフレット等資材

の提供
(2) マスコミ関係者への理解活動の継続 ・マスコミ関係者との懇談及びリサイクル率等発表の実施。 ・左記の取組みを引き続き実施
(3) アニュアルレポートの作成 ・スチール缶リサイクルの現状、協会の活動等の情報提供を目 ・左記の取組みを引き続き実施

・協会活動内容、スチール缶リサイクルの現状等の情報提供 的とした年次レポートを毎年７月頃に発行し、全国自治体へ
配付
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

４．アルミ缶 １．再生利用の推進 １．再資源化の推進
等 (1) 目標 (1) 目標 (1 )目標

アルミ缶における再生資源の利用率を平成１４年度に８０％に引き ・リサイクル率の実績 ・更なるリサイクル率の向上に向け、事業系回収
上げる。（平成１２年度８０．６％） 平成 13年度 82.8% 及び自治体回収の実態調査などの各種事業の推

なお、適正なリサイクル率を設定するため、諸統計類の整備を含め （平成 12年度 80.6%） 進。新たな数値目標について引き続き検討を行
た国によるリサイクル率算出方法について標準化をも視野にいれた検 （平成 11年度 78.5%) う。
討を行う。また、この検討の進捗をも踏まえつつ、平成１４年度以降 ・平成10，11年度に続き、リサイクル率導出にあたって第３者 ・今後とも引き続き実施。
の新たな数値目標を平成１３年度中までに設定する。 評価の導入。

(2) リデュース・再利用対策 (2) リデュース・リサイクル対策 (2) リデュース・リサイクル対策
効率的な再資源化のためには他の廃棄物の混入なしに多量に収集・

回収することが必要なため回収ルートの整備等を引き続き推進する。
① 回収ルートの整備・充実 ① 回収ルートの整備・充実 ① 回収ルートの整備・充実

ｲ) 自治体の分別収集推進への協力 ｲ)自治体向けパンフレットを製作して全国自治体へ配布。また ｲ)平成１２年度に製作した自治体向け冊子を活用
ﾛ) 自治体の分別収集を補完するため、集団回収や学校回収に対す 、ビデオの貸出しなどの実施 し、自治体分別回収の更なる拡充の要請等を実

る支援を推進するほか、回収拠点の拡大を図る 施。また、分別収集実施自治体の回収量向上の
ﾊ) 事業系回収への協力 ための調査・広報の実施。
ﾆ) モデル事業の実施・検証 ﾛ)集団回収（学校回収を含む)に対して、回収業者との仲介な ﾛ)今後とも引き続き実施。
ﾎ) リサイクルシステム構築に係るコンサルティング どの支援。
ﾍ) アルミ缶の回収・リサイクルシステムについて昨年度までの調 回収拠点の拡充(回収業者は増加，ｽｰﾊﾟ ｰ等が減）

査結果の広報に努める。 平成 14年3月末 1,996拠点
（平成 13年3月末 2,018拠点）
(平成 12年3月末 2,057拠点)

ﾊ )事業者による回収拠点に回収袋の提供などの協力を実施。 ﾊ)今後とも引き続き実施。
ﾆ)事業系回収の調査とシステムの調査を実施。 ﾆ)事業系回収のモデルシステムの調査を継続する

とともに、マニュアル作成し広報の実施。
ﾎ)市民団体や事業者等からの問い合わせに随時対応。 ﾎ)今後とも引き続き実施。
ﾍ)自治体におけるアルミ缶リサイクル費用の調査を行った。 ﾍ)平成12年度の調査結果を踏まえて更に詳細な調

査を実施。

② 薄肉化・軽量化の促進 ② 薄肉化・軽量化の推進 ② 薄肉化・軽量化の推進
資源を合理的に使用するとの観点から薄肉化・軽量化を促進す 省資源の観点から、素材の薄肉化及び軽量化を図り、過去１ 今後とも引き続き実施。

る。 ０年間で素材重量を約７％削減

③ 広報・啓発活動の促進（散乱対策を含む） ③ 広報・啓発活動の推進（散乱対策を含む） ③ 広報・啓発活動の推進（散乱対策を含む）
ｲ) 講習会等の開催 ｲ)リサイクル推進月間(毎年10月）に各種イベントを実施（ア ｲ)今後とも引き続き実施。
ﾛ) ポスター・パンフレットの作成等 ミキャラバン（PR隊）を編成し、東京ではOTAふれあいフェ
ﾊ) 環境教育ビデオ「生まれかわる資源ゴミ」の貸出し等 スタに参画するとともに地方都市において、リサイクルPR用
ﾆ) 優秀な団体、個人及び学校を表彰 アルミ缶の配布等の啓蒙活動を実施。また、リサイクル施設

見学・研究会の実施）
ﾛ) (社）日本アルミニウム協会及びアルミ缶リサイクル協会は ﾛ)今後とも引き続き実施。

パンフレットの作成・配布等普及啓発事業を実施。
ﾊ)環境教育ビデオ｢生まれ変わる資源ごみ｣の貸出し等を実施。 ﾊ)学校向け広報の強化により貸出し等を拡充。
ﾆ)表彰 ﾆ)今後とも引き続き実施

アルミ缶回収協力者表彰（昭和53年開始、平成11年度71件）
、アルミ缶回収優秀校小・中学校表彰（平成5年度開始、平
成12年度56校)

２．缶から缶(CAN TO C A N )再生利用の推進 ２．缶から缶(CA N TO C A N )リサイクルの推進 ２．缶から缶(CA N TO C A N )リサイクルの推進
回収量の増加によるリサイクルの停滞等行き先のない事態を回避する ・アルミニウムのリサイクルにおいてPro d u c t to Productを ・循環型社会の構築に向けたリサイクル技術等の

ため、缶から缶(CA N TO C A N )再生利用を推進する。 目指した｢非鉄金属系素材リサイクル促進技術開発｣を実施。 今後の取組方（戦略）についての検討を実施。
目標：缶材への使用割合を平成１４年度に８０％へ引き上げる。 （平成5～平成14年度)

（平成１２年度７４．５％） ・CAN TO CAN率（実績) ・平成14年度のCAN TO C A N率80%達成に向け、ア
平成13年度 67.8% ルミ缶スクラップからアルミ缶を製造までの一

（平成13年度低下理由：缶以外の自動車向需要などが増加） 貫リサイクル化等の各種事業の推進。
(平成12年度 74.5%)

（平成11年度 75.8%)
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３．アルミ製容器包装の引き取り ３．アルミ製容器包装の引き取り ３．アルミ製容器包装の引き取り
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包 回収の改善を図るため、事業系回収の実態調査の実施 ・左記調査結果を踏まえて、引き続き取り組みを

装リサイクル法）に関して、分別基準及び保管施設の設置の基準を満た 実施。
すアルミ製の容器包装について、その確実かつ円滑な引き取り体制の整
備を図る観点等から、アルミ缶リサイクル協会は、関係業界と連携し、
有償又は無償で引き取る。また、更なる回収の改善を図るため、回収率
の低い事業系の分野を中心に回収率の向上のための検討を行う。

４．アルミ缶以外のアルミ製容器包装のリサイクル ４．アルミ缶以外のアルミ製容器包装のリサイクル ４．アルミ缶以外のアルミ製容器包装のリサイク
アルミ缶以外の容器包装リサイクル法の対象となるアルミキャップや アルミキャップやアルミチューブなどの複合度の高いアルミ ル

アルミチューブ等についてもリサイクルを促進する。 製品に適合した分別回収技術の開発を開始。 ・左記取り組みを引き続き推進。
・自治体回収の実態調査の結果を踏まえて、回収

方法の検討。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

５．プラスチ １．リサイクルの促進
ック 原材料としての利用が可能なプラスチック廃棄物については再商品化

技術の開発、広報活動等、以下のような対策を講じ、再資源化の推進を
図る。
(1) 飲料用（酒類を含む）・しょうゆ用ペットボトル

目標：自治体の分別収集が計画的に進むことを前提に、平成１６年 ・平成１２年度のリサイクル率（回収率）は３４．５％。 ・目標を達成するために各種取り組みを行ってい
度までにリサイクル率５０％ く。
（平成１１年度２２．８％）

① 再商品化施設の整備を推進する。 ・指定法人の市町村からの平成１４年度引取契約量１６９千ト
ンに対し、平成１４年度のペットボトル再商品化リサイクル
施設の能力（再商品化見込み量）は２４７千トンと十分整備
された。

② 再生ペットの新規用途開発を推進する。 ・ＰＥＴ樹脂リサイクル推奨マークの認定商品数が３８５ に ・リサイクル推奨マークの一層の普及とグリーン
なった。（平成１２年度２７９） 購入法の対象品として働きかける。

③ 自治体の分別回収を支援するため、技術情報を提供するなど市町 ・平成１２年度末ＰＥＴボトル分別収集自治体数２,３４０と ・引き続き推進を図っていく。
村の分別による回収率の向上を図る。 なった。（平成１１年度は１,２１４）

・分別収集の参考資料として「ＰＥＴボトルリサイクル年次報
告書」、「ＰＥＴボトル分別収集の手引き」、「再利用品カ
タログ」等を配布した。

④ ペットボトルについて、リサイクル容易なボトルの製造（ボトル ・「指定ＰＥＴボトルの自主設計ガイドライン」で着色ボトル ・若干残る着色ボトルの改善状況をフォローする
本体の単一素材化、着色ボトルの廃止等）を促進する。 を使用しないこととし、殆ど守られた。 。

⑤ ボトル to ボトルのリサイクルに向けたモノマー化リサイクルの ・ボトルtoボトルを具体的なスケジュールに載せたモノマー化 ・実用化に向けて安全性評価を行う。
実用化を促進する。 工業化プラント（１社）がスタートした。

⑥ 産業廃棄物として排出されるペットボトルも含めて、リサイクル ・平成１３年度のデータを調査分析している。 ・引き続き公表に向け調査分析を行う。
関連統計に必要な数値データの収集が可能となる体制整備を検討す
る。

(2) 発泡スチロール製魚箱及び同家電製品梱包材 ・平成１２年のマテリアルリサイクル率は３４．９％(サーマ ・２００５（平成１７年度）年に向けてのビジョ
目標：平成１７年までにリサイクル率４０％ ルリサイクルを含め５８％) ンを策定。リサイクル目標数値を４０％と設定

（平成１２年３４．９％） ・目標(２０００年(平成１２年)のリサイクル率を３５％とす し、引き続き左記事業を推進していく。
る)をほぼ達成。

・平成１３年のリサイクル率は３７．８％(サーマルリサイク
ルを含め６０．１％)

① 主要市場への溶融固化設備の導入を促進する（魚箱）。 ・平成１２年末８４件→平成１３年末８８件 ・引き続き左記事業を推進していく。

② リサイクル拠点（エプシープラザ）を拡充・強化する。 ・平成１２年末１４２ヶ所→平成１３年末１４８ヶ所 ・リサイクル拠点を引き続き拡充・強化する。

③ 回収システムの拡充を図る。 ・従来の加熱減溶システムに加え、溶剤減溶システムの技術レ ・今後は継続して調査を行い、回収システムとし
ベルの評価。 ての信頼性について動向把握する。

④ 再生品の用途拡大を図る。 ・再生品の用途拡大を図るため、海洋土木向け用途の試験に ・建材・土木向け用途の実用施工の推進
着手。

(3) 発泡スチロール製流通用トレイ
① 高性能減容機を普及促進する。 ・厚生省「プラスチック製容器包装分別収集の手引き（平成１ ・今後とも高性能減容機の普及促進を図る。

２年３月）」において、先進の自治体における高性能減容機
の使用状況を紹介する等、その普及に努めた。

② 再生品の用途拡大を図るため、普及・啓発を図る。 ・再生品の用途拡大のため、グリーン購入法の特定調達品目に ・グリーン購入法の対象となる公的機関以外につ
発泡スチロール製トレイ再生品を含めるべく作業部会におい いても、再生品の用途拡大のための普及・啓発
て検討中。 を図る。

③ トレイtoトレイ等マテリアルリサイクル推進のため、マテリアル ・容器包装リサイクル法の対象として平成１２年度に分別回収 ・今後とも、白色の発泡スチロール製トレイにつ
リサイクルに適した「白色発泡スチロールトレイ」の円滑な供給の された、白色の発泡スチロール製トレイの再商品化（入札） いては、マテリアルリサイクルを最優先とする
確保を目的として、スーパー・量販店等を通じた自主的な回収活動 について、マテリアルリサイクルを最優先として取り扱うこ 。
に対する支援策等を検討するとともに、消費者等に対して需要喚起 ととした。
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のための啓発に努める。
④ 消費者や自治体に対する広報、啓発活動を行い、マテリアルリサ ・平成１２年度からの、プラスチック製容器包装についての容 ・平成１４年度における市町村の白色発泡スチロ

イクルに適している「白色の発泡スチロール製食品用トレイ」の分 器包装リサイクル法への追加に伴い、市町村が率先的に白色 ール製トレイ分別収集量も引き続き増加するこ
別排出・収集の促進に努める。 の発泡スチロール製トレイを一般のプラスチック製容器包装 とが見込まれて いる。

と分別して収集することが可能となった。（（財）日本容器
包装リサイクル協会の白色発 泡スチロール製トレイの引取
実績は、平成１３年度 ９８７トン（平成１２年 ６５７ト
ン））。

(4) 塩化ビニール
① 農業用塩化ビニルフィルムについては、再生樹脂の用途拡大を図 ・使用済み農ビの新処理技術開発、調査研究。 ・従来より高品質が要求される分野への展開を図

るとともに、拠点整備のためのシステムを構築していく。これらの ⅰ高炉原料化プロジェクト る為、使用済み農ビの再生原料の品質向上の技
取組により、平成１３年以降においても、引き続き６０％のリサイ 新たな技術的な問題解決のための実証テスト終了。 術開発等の新処理技術開発、調査研究を継続し
クル率目標の達成を目指す。（平成１１年５１％） ⅱガス化プロジェクト て実施する。

高濃度塩ビ含有プラスチックからの合成ガス及び塩酸製造
に関し可能であることが実証された。

・リサイクル製品の用途で車止めに続き歩車道分離用車止め、 ・再生用途開発の為の共同研究を継続して実施す
中央分離帯ブロックを製品化した。又電線シース用コンパウ る(歩車道分離用車止め、中央分離帯ブロック
ンドを開発中。農道林道法面への防草工法によるリサイクル 、電線シース用コンパウンド開発、農林道法面
シートのテスト実施中。 へのシート）

・回収が進んでいない北海道、東北地区において積極的に働き ・リサイクルの遅れている農ビの消費量が大きい
かけた事より両地区においてリサイクル意識が高まった。又 地区を重点地区として選定し回収システムの構
リサイクル設備のなかった中部地区に２民間業者がフラフ用 築を図る。
の拠点を新設。

② 塩ビ製の管・継手については、経済性を見極めつつ、平成１７年 使用済み硬質塩ビ管・継手のリサイクルを促進するため、以 ・リサイクル製品（再生管３品種）の普及活動と
度までにマテリアルリサイクル率の目標値８０％を達成するため、 下のことを実施した。 して次の活動を実施する。
中間受入場を全国各県に設置するとともに、塩化ビニル管・継手協 ・リサイクル協力会社を１５社１８拠点から１６社２１拠点に ①グリーン購入法特定調達品目への応募
会会員メーカーによる再生管の販売などを実施する。 増強した。また、中間受入場も全国に３２拠点設置し、その ②官庁、自治体、団体等の標準仕様、特記仕様

結果沖縄県を除く全都道府県に最低１カ所の受入拠点が出来 への記載を要請する。
た 。 ③全国のユーザーへのＰＲを実施する。

・リサイクル協力会社３社に、受入対象製品及び量の拡大のた ・リサイクル材持ち込みの働きかけを行う。
めに、粉砕機の設備支援を実施した。これで、設備支援は累 自治体、ゼネコン、住宅メーカー、中間処理会
計１２社となった 社、管工事会社等へのリサイクルシステムのＰ

・平成１３年９月に再生管の協会規格としては３番目の「下水 Ｒ。
道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管（ＲＳ－ＶＵ）」ＡＳ ・再生技術開発を推進する。
６２を制定した。 使用済み塩ビ管・継手がリサイクルしやすいよ

うに、従来紙や他材質を使用していたラベルを
硬質塩化ビニルラベルへ切り替えることを検討
する。

③ 塩ビ工業・環境協会によるリサイクルに関する普及・啓発を図 ・各種リサイクルに関するパンフレットを作成や地方自治体各 ・引き続きリサイクルに関する、啓発、普及を
る。 種団体、ユーザー等関係先に説明会を開催、その他セミナー 図っていく。

シンポジューム等の開催や各種展示会への展示を行ってきた
。

２．ケミカルリサイクル等の推進
原料としてのリサイクルの可能性を拡大し、再商品化手法の多様化を ・ＪＩＳ化の検討を引き続き行う。・廃プラスチック熱分解油（ボイラ用）の標準情報（ＴＲ）を

作成した。図るため、プラスチック原料化、油化、ガス化、高炉還元、コークス炉
・新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の委託を原料化を引き続き推進する。

受け、化学会社、環境設備会社、（社）プラスチック処理促
進協会が共同で廃プラスチックのガス化化学原料化技術の開
発を終了。（平成１０～１２年度）

・新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の助成を
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受け、製鉄会社、塩ビ工業・環境協会、(社)プラスチック処
理促進協会が共同で廃塩化ビニルの高炉原料化実証事業を終
了。（平成１０～１２年度）引き続き研究開発を継続し、所
期の目的を達成の上研究を完了した（平成１３年度）

・化学会社、塩ビ工業・環境協会、（社）プラスチック処理促
進協会が共同で塩化ビニルを多量に含有する廃プラスチック
をセメント原燃料として利用する技術開発を終了。（平成１
０～１２年度）

・(社)プラスチック処理促進協会において、循環型社会構築に ・(社)プラスチック処理促進協会では、中国経済
向け、家電リサイクル法等の再商品化技術拡大を目指し、臭 産業局の委託を受け、臭素系難燃剤含有の使用
素系難燃剤含有使用済みプラスチックのケミカルリサイクル 済み電気・電子機器及び自動車シュレッダーダ
技術に関する調査を開始した。平成13年度はスタートの年と ストのガス化実証実験を行い、実用レベルの技
してラボスケールでのガス化基礎実験を行った。 術に見通しをつける。

・(社)プラスチック処理促進協会において、展示会の開催、各 ・(社)プラスチック処理促進協会において、循環
種広報資料作成等により、ケミカルを含むプラスチックリサ 型社会形成の担い手である小中学生の問い合わ
イクル技術全般に関する広報活動を継続している。特に広報 せ増加に対応し、広報媒体についても分かり易
媒体としてのインターネットの利用を重視し、協会ホームペ く且つ教育的な内容への改善を継続する。
ージの充実を図った。また、容リ法の円滑運用支援の為、仕
組み・再商品化技術及び自治体、住民の活動について新作ビ
デオを作成した。

３．エネルギー回収利用の推進
原材料としてリサイクルすることが困難な場合等について、エネルギ

ーとしての回収利用を図る。
(1) 廃プラスチックを原料とする燃料（廃プラ固形燃料等）を用いたエ ・(社)プラスチック処理促進協会において、サーマルリサイク ・継続調査しデータベース化を完了する。

ネルギー回収利用の普及を図るため、公的支援を受けつつ廃プラ固形 ル技術に関するデータベースを作成する為、焼却発電・RD F
燃料等を利用する施設や設備の導入に努めるとともに、情報提供等を 等サーマルリサイクル分野を中心に訪問調査（約10ヶ所）を
通じた多面的な協力を行う。 実施し、データベースを作成した。(平成13年度)

・継続して調査を行う。・一廃系廃プラスチックの燃焼試験を流動床式ガス化溶融炉で
実施し、塩素系樹脂濃度が通常の２倍まで増加しても、有害
物質の排出基準をクリア出来る事を確認した。

・(社)プラスチック処理促進協会において、プラスチックの生 ・調査・結果の公表を継続する。
産・廃棄・再資源化・処理処分状況等、廃プラ対策に必要な
各種調査を実施し、エネルギー回収も含めた全体像(フロー
図)を公表してきた。

・新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）において
、廃プラスチックをスラリー化し、燃料等を製造する技術の
開発を行った。（平成７年度～平成１１年度）

・容リ法のその他プラスチックのストックポイント以降の輸送(2) 廃プラスチック燃料化等、エネルギー回収利用に係る国内外の現状
再商品化コストについて最小化を算出するシミュレーション調査を行い、ＬＣＡ的評価を行う。
法を開発した。

・信頼性のあるLC Iデータを提供する為、プラスチック業界と ・継続して調査を行い、ＬＣＡ的評価を公表して
して検討を行い、平成11年7月に汎用7樹脂について業界代表 いく。
値を公表した（平成7年～11年）

・汎用樹脂の代表的な樹脂加工品のLC Iデータを収集し、公表
した。（平成12年）

・廃プラスチックの処理・処分のLC Iデータを収集し公表した
（平成13年）。

４．プラスチック廃棄物の減量化
(1) 新たな包装材料の開発、加工技術の開発等により包装材料削減を推 ・産業構造審議会第１７回容器包装リサイクル小委員会の参考

進する。 資料のアンケート結果によると、回答者の半数以上が容器包
装の使用削減に資する取り組みを実施又は検討中となってお
り、取り組み状況の上位は、容器包装等の軽量化、１商品の
容器包装アイテム数の削減、簡易包装の実施となっている。

(2) 容器包装リサイクル法と連携して適切に対応するようにプラスチッ ・指定法人による基準作成の支援。 ・引き続き左記活動を推進していく。
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ク容器包装リサイクル推進協議会が広報・普及等の推進を図る。 ・特定事業者、市町村、消費者、学校(教育機関)に対して啓発 ・引き続き左記活動を推進していく。
活動。

・ホームページによる情報発信 ・引き続き左記活動を推進していく。
・各省庁への提言 ・引き続き左記活動を推進していく。
・健全な再商品化事業者に対するサポート活動 ・引き続き左記活動を推進していく。

(3) 「その他プラスチック製容器包装」（ペットボトル以外のプラス ・各業界による表示に関するガイドラインの作成や異業種に ・引き続き左記活動を推進していく。
チック製容器包装）が資源有効利用促進法指定表示製品に指定された よる情報交換
ことを踏まえ、その他プラスチック製容器包装への識別マークの表示 ・識別表示マーク原版等の配布 ・引き続き左記活動を推進していく。
を徹底するとともに、材質表示を促す。 ・市町村・消費者に対しての啓発活動 ・引き続き左記活動を推進していく。

・特定事業者からの相談対応 ・引き続き左記活動を推進していく。

(4) 化粧品・洗剤等の詰め替え製品の推進など、製造事業者による容器 ・資源有効利用促進法に基づく表示における、業界ガイドライ ・引き続き左記活動を推進していく。
包装の使用量の削減を引き続き推進する。 ンを作成したことから、その説明会を開催して周知徹底を

図っている。また、洗剤関連製品群については、平成７年～
平成１１年における詰替製品への転換率、プラスチック使用
量の削減状況等をまとめて公表した。

５．組立加工製品製造業との連携
プラスチックのマテリアルリサイクル等を広範に実施するため組立加 ・自動車業界の組立加工製品製造業と連携し、材料回収、リサ ・引き続き使用済み製品中のプラスチックのリサ

工製品製造業、プラスチック成型加工業、プラスチック素材製造業の連 イクル技術、用途拡大等の研究を行い、再生実証等を実施。 イクルを促進するため、加工品組立製品ごとの
携を促進するための枠組みを構築し、それぞれの加工組立製品ごとのグ ・パソコン業界に設置された「素材検討ＷＧ」において、意見 グレード数削減を組立加工製品製造業と検討す
レード数の削減について検討を促進する。 交換・検討を開始。 る。

また、グリーン購入法に位置づけられた品目における再生プラスチッ
ク利用の拡大や材質表示の徹底、同種の部材へのマテリアルリサイクル
を促進するため、組立加工製品製造業の取組に対する必要な協力を図
る。

６．その他
(1) 生分解性プラスチックの開発・利用 ①バイオインダストリー協会において、安全性評価手法の調査 ・生分解性プラスチックの普及拡大を図るため、

環境中（土壌中等）の微生物等によって分解され、自然環境に対す 検討を実施するとともに、食品包装材料としての安全性の検 愛地球博でのモデルリサイクル事業実施等につ
る負荷を低減する「生分解性プラスチック」の開発、普及促進とその 討を実施。安全性評価手法については、識別表示制度の中に いて検討を行う。
ための環境整備を図る。特に、農業分野や食品分野における利用促進 反映され、食品包装材としての安全性検討の結果を含めてポ
を図るため、モデル事業を実施するとともに、有機系廃棄物のリサイ リオレフィン等衛生協議会でポジティブリスト登録審議が行 ・バイオマス及び石油を原料とした生分解性プラ
クルの要請に対応する。 われている。 スチック製造過程と、廃棄過程までを含めたＬ

②生分解性プラスチック研究会において、生分解性プラスチッ ＣＡ分析を行う。
クの普及のためのシンポジウムを開催。

③生分解性プラスチック研究会内に、識別表示委員会を設け、
識別表示制度の運営を開始。既に２５０点を越える製品がグ
リーンプラ製品として認証されている。

④研究開発及び製造設備の導入を行う企業に対し税制上、金融
上の支援措置を実施。

⑤生分解性プラスチック製品の再資源化処理としてコンポスト
化、メタン発酵化、自然環境中での資化（使い切り）、或い
は土中埋設を取り上げ、熱リサイクルを対比としてＬＣＡ分
析を行う実証事業を開始。既に農業資材の自然環境中での資
化処理が少ない環境インパクトを示すことを証明。

(2) ＦＲＰのリサイクル技術の開発
ＦＲＰ製品をセメント原・燃料として利用する技術の開発を行うと 平成１２年度に廃ＦＲＰ製品再資源化実証システム研究を実 検証の成果を活用し、処理事業の推進を図る。

ともに、事業化への検証を行う。 施し、平成１３年度は事業化実現に向けた検証を行った。



- 14 -

品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

６．自動車 １．自動車リサイクルの制度化に向けた協力 １．政府提案の「使用済み自動車の再資源化等に関する法律」の １．左記法律施行に向け円滑な運用が図れるよう
自動車製造事業者、部品製造事業者、車体製造事業者、販売事業者、 検討に参画し、関連業界との連携を図りつつ、総合的リサ 実施体制の整備を行っていく。

整備事業者、解体事業者、シュレッダー事業者等自動車のリサイクルに イクルシステムの構築に努めている。
関わる事業者は、自動車リサイクルシステムの制度化に向け、必要な協
力を行っていく。

２．リサイクル率の向上及びそれに資する有害物質の使用量削減 ２.「使用済み自動車リサイクル・イニシアティブ」に基づく､ ２．リサイクル率向上に必要な基盤づくりと整備
自動車製造事業者、部品製造事業者、車体製造事業者、解体事業者、 自動車業界としての「リサイクル・イニシアティブ自主行動 に関する協力を継続。

シュレッダー事業者及び素材事業者等はそれぞれ役割を分担もしくは協 計画」を実行中。 ・リサイクル率の可能率の国際整合性の検証等
力し（「使用済み自動車のリサイクル目標等」平成８年１０月廃自動車 ・環境負荷物質／鉛使用削減の実施 の継続。
処理・再資源化小委員会を参照）、下記を目標にリサイクル率の向上を アジ化ナトリウム使用撤廃 ・リサイクル品の用途拡大
図るために具体的方策を策定する。 ・使用済み自動車専用マニフェスト制度の構築・運用 ・フロン回収・破壊ネットワークの運用及びフロ

また、下記の目標を達成するため、他の業界と連携し、必要な技術開 ・フロン（ＣＦＣ／ＨＦＣ）の回収・破壊システム構築・ ン回収破壊法に基づく円滑な切替
発を推進する。 運用 ・エアーバッグ・インフレータ回収処理システ

・エアバッグ・インフレータ回収・処理システム構築・運 ムの運用及び拡充
用

・フロン回収破壊法の制定、運用に係る全国説明会及び新
(1) 平成１４年以降の新型車のリサイクル可能率９０％以上を目標とす 聞広報の実施 （１）①リサイクル可能率の検討は、国際整合性の

ること。 （１）①新型車リサイクル可能率９０％は、定量的絶対評価が 観点からＩＳＯに基づく算出方法を踏まえ
新型車の鉛使用量（バッテリーを除く）を、平成１７年末に平成８ 難しい等の理由により、製造事業者独自のリサイクル て対応。

。年の概ね３分の１を目標とすること。 指標として表示
②鉛使用目標達成状況 ②鉛使用削減目標及び達成時期をより積極的

なものとするべく、再検討し、定める。左
目標年 2001年市場投入 目標達成モデル数 記鉛使用、２００５年目標達成に向けた技

新型モデル数 術開発の推進継続。

２００５年 29モデル 27モデル

(2) 平成１４年以降のすべての使用済自動車のリサイクル率８５％以上 200 0年目標（96年比１／２減は全モデル達成済）
を目標とすること。

平成２７年以降のすべての使用済自動車のリサイクル率９５％以上
を目標とすること。 （２）新型車のリサイクル性向上に向けた活動に取り組むと共 （２）左事業を引き続き実施。

（注）自動車の解体を行う事業者は、バッテリー、銅ラジエーター、 に、使用済み自動車のリサイクル率向上に必要な基盤作り
バッテリーケーブル端子、鉛製ホイールバランサ、ターンめっき と整備に対する協力を行い、リサイクル率目標達成に向け
鋼板製燃料タンクの除去などに努める。 努力。

(3) カドミウム、六価クロム、水銀の使用量の削減に向けた枠組の具体 （３）カドミウム、六価クロム、水銀使用量の削減及びその時期に （３）削減目標及びその達成時期を検討し、定め
的なあり方及び削減目標の設定について検討する。 ついて自主的に取り組むことを決定。 る。

３．リデュース・リユース・リサイクルへの設計・製造段階での配慮 ３．資源有効利用促進法に基づく指定省資源化製品（リデュー ３．ガイドラインに基づき、３Ｒの促進を図る。
資源有効利用促進法の指定省資源化製品及び指定再利用促進製品に位 ス）、指定再利用促進製品（リュース・リサイクル）の判断

置づけられたことを踏まえ、以下の取組を促進する。 基準ガイドラインを策定
(1) 部品の共通化の観点も含め、設計段階からリサイクルへの配慮、リ （１）モジュール化やプラットフォームの共通化等により、部品

ユース容易な設計、省資源設計等リデュース設計を行うとともに他の 点数削減、原材料の有効活用を推進
リデュースの取組の可能性について検討を行う。 （２）耐久性の高い部品の信頼性向上に努めている。

(2) リユース可能な部品使用及び補修部品としてのリユース部品の使
用、並びにこれらを促進するための措置を講ずることとする。また、 （３）分別作業を容易にするため、材料表示に努めている。
長寿命化設計された部品の利用に努める。

(3) リデュース・リユース・リサイクルに資する情報を競争上の地位を （４）各社環境報告書やホームページ等の媒体にて３Ｒ配慮設計に
害するおそれがある場合を除き提供する。 ついて公表。

(4) 設計段階での取組状況及び効果を公表する方策について検討を行
い、平成１３年度以降定期的に公表する。
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４．バンパー等プラスチックのリサイクル推進に向けた素材産業、部品製 ４．関連業界等と連携した材料回収、リサイクル技術と用途拡 ４．左事業を引き続き継続
造事業者、自動車製造事業者の連携した取り組み促進 大の研究を実施。

・プラスチック部品に対する素材別統一マーキング化 ・回収インフラに伴うコスト圧縮の検討推進
（１９９２年から実施）

(1) 修理時に発生する自社製バンパーの回収・再資源化に取り組む。 （１）修理時に発生する自社バンパーの回収リサイクルを実施 （１）バンパーの回収の地域拡大・リサイクルへ
（200 1年度＝約１３２万本回収） の取組を継続

(2) 複数の事業者製バンパーの回収・再資源化研究を促進。 （２）他社バンパーとの混載回収の取組を実施。 （２）複数の事業者製バンパーの回収・リサイク
ル研究を継続。

(3) バンパーのリユースに引き続き取り組むとともに、その他の製品に （３）マテリアルリサイクル容易な熱可塑性樹脂の採用拡大・種類 （３）部品再利用促進等に資する取り組みを継続
ついて検討する。 削減 ・ガラス回収システム、再利用先調査

・廃バンパーの回収、再利用トライアル
(4) 化学業界との連携による検討結果を踏まえ、引き続き同種の部材へ （４）部品リユースが容易なユニットの脱着性を容易にする為 （４）リサイクル材の需要拡大、適用部品拡大及

のマテリアルリサイクルを含めたプラスチックリサイクルを促進す の びバンパーＴｏバンパーリサイクル技術の更工夫（バンパー・内装品・リヤコンビランプ等）
る。 なる検討

①リサイクル容易なＰＰ樹脂社内規格の削減

９５年→００年

バンパー ＰＰ ３０→２１種類

ＰＰ以外 ７→ ６種類

②廃バンパーからの再生樹脂（スブラッシュガード・エン
ジンカバー・デッキボード・エアクリーナーケース・
ッテリーケース等）として再利用。

③補修交換部品の回収はディーラから自動車メーカのルー
トで実施。

５．廃油、廃液、廃バッテリー等は、自動車製造事業者、販売事業者、整 ５． ５．リュース・リサイクル向上に必要な基盤づく
備事業者、解体事業者等関係者が、各々の役割に応じて適正処理に向け （１）使用済み自動車からの適切な回収方法と再生技術の研究｡ りと整備に関する協力。
た取組を進めるとともに可能な場合についてはリユース・リサイクルを ・使用済み自動車の分解技術研究の推進。 廃油・液類抜き取り分解技術研究成果の解体事
行う。 （２）「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等 業者への普及

また、フロン類については「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊 に関する法律」の検討に参画し、関連業界との連携を図り ・代替フロンの回収・破壊システムの構築・運用
の実施の確保等に関する法律」の施行に向けて必要なインフラ整備、関 つつ、フロン法に基づくフロンの引取・破壊システム及 及びフロン法への円滑な切替
係事業者への周知啓発を行う。 び費用徴収システムの構築に努める。 ・廃ＬＬＣのセメント水和剤としてのセメント
(1) リサイクル促進センター登録回収事業者の更なる拡大 （３）(社)日本自動車工業会、(社)日本自動車部品工業会、関 工場向け引き取り回収インフラの検討
(2) 回収フロン類の破壊までの物流ルートの整備・充実 係事業者と共にＣＦＣ／ＨＦＣ回収・破壊システムを構築 ・フロン法に基づくフロンの引取・破壊システ

さらに、使用済プラスチック等リサイクルが困難で可燃性の廃棄物に ・運用 ム及び費用徴収システムの運用を開始（平成
ついては、マテリアルリサイクルの促進を図った上で、熱処理による廃 ・登録事業者数＝３ ８２２（２００１年５月末現在） １４年１０月１日）,
棄物の減量化及びエネルギーの回収を促進する。 ・全回収・破壊処理実績

ＣＦＣ；３９９㌧ ＨＦＣ；１６㌧
４ エアバッグインフレータ回収・処理システムの構築 （４）左事業を引き続き継続実施( )
（９９年１０月より実証事業を開始）

・登録事業者数 １ ４６７（０２年５月末現在） ・サイドエアーバッグ等装着箇所増大を見越し、: ,
・回収 破壊実績 ２４ ２６０個 １８ １２９個 車上一括作動システム搭載車の拡大。/ : , / ,

（９９年１２月～０２年５月末現在）
・エアーバッグ車上一括作動ツール試作機開発

６．リユース部品の利用促進 ６． ６．
(1) 自動車製造事業者、部品製造事業者は可能な限り、製品情報の提供 （１）経済産業省のリユース部品活用促進の調査活動に参画し （１）左記のガイドラインの検討にの動向を踏ま

を行うこと等、リユース部品の利用の促進のために必要な対応を実施 、リユース部品の品質基準・品質表示等のガイドラインづ え、自動車製造業界として、必要な協力・対
する。 くり等の業界共通の環境整備に協力した。 応を行う。

(2) 自動車保険の対象となる補修におけるリユース部品の使用を促進す （２）リユース部品供給事業者との提携により、自動車製造事業者 （２）リユース部品取り扱いの成果を見守りつつ
る。 の取引ルートによるリユース部品の取り扱いを開始。 、更なる進展を検討する。
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７．回収段階における対策 ７．路上放棄車処理協力会の設置（19 9 1年7月設置・継続） ７．使用済み自動車の確実な回収ルートの構築
(1) 放置自動車対策の推進 （１）地方公共団体における放置自動車の回収・処理に対し、 （１）所要の運用に係る見直し・改善を行いつつ､

地方公共団体における放置自動車の回収・処理に対し、業界が協力 業界が協力を行うための体制の継続推進。 左事業を引き続き実施。
を行うための体制の継続推進。 ・協力実績：（91年９月～02年３月 １４３，３６１台

年平均約13,032台）
(2) 販売ルート等を活用した回収協力の推進、適正な処理の推進・リサ （２）販売店における廃車希望車の引取りを確実にする等販売 （２）左事業を引き続き実施。

イクルの実施、販売店における廃車希望車の引取りを確実にする等販 店ルートによる回収を継続推進。
売店ルートによる回収を継続推進するとともに、マニフェストによる
適正な処理・リサイクルの確保に努める。

(3) シュレッダーダスト対策 （３）関連業界との協力によりシュレッダーダストの有効利用 (3 )関係業界と協力してシュレッダーダストの管
シュレッダーダストの分別、安全化対策等について関係業界を含め 並びに減容化・安定化技術調査 理理型最終処分並びに一層のリサイクルの促

対応策の検討を推進するとともに、分別や再資源化に必要な技術の開 ・産業廃棄物処理処分場の債務保証を行う産業廃棄物処 進に向けた対策の推進
発を促進する。 処理事業振興財団の基金への協力（199 3年から） ①シュレッダーダストの処理施設整備の促進

策の検討
②シュレッダーダストの減容化・安定化対策
③シュレッダーダストのリサイクル促進技術

研究
・シュレッダーダスト溶融スラグの再利用

研究
・高効率分別機の開発成果のシュレッダー

事業者への普及（ダスト中の金属回収向
上）

８．自動車の放置の未然防止のための広報・啓発活動の促進 ８．ホームページ・小冊子等活用し自動車の放置の未然防止の ８．リサイクル情報の一層の提供とＰＲ活動の継
(1) 処理に関する相談窓口を設置する（販売店）。 ための広報・啓発活動を実施 続
(2) ポスター・パンフレット等の作成・配布を行う。 （１）処理に関する相談窓口を設置（販売店）。 （１）左事業を引き続き実施。

（２）ポスター・パンフレット等の作成・配布。 （２）左事業を引き続き実施。
（３）使用済み自動車の専用マニフェスト制度の運用。 （３）左事業を引き続き実施。

（財） 動車リサイクル促進センターの更なる活自
用の検討
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

７．オートバ １．オートバイのリサイクルに係る自主行動プログラムの策定 １．産業構造審議会への報告等を踏まえ、自主行動プログラム １．自主行動計画を定める。同プログラムに基づ
イ 自動車について制度化に向けた検討が行われている状況を踏まえ、オ の骨子を策定した。 き０４年の二輪車のリサイクルシステム本格稼

ートバイの特性に配慮した費用徴収方法、車両管理体制、回収・処分体 製造事業者が、引取所、再資源化施設の設置を行ない、使 動を目指して、０２年モデル地区を定め、リサ
制、不法投棄対策、有害物質の削減等について検討を行い、業界による 用済み二輪車を引取り、リサイクルシステム稼動後に販売さ イクル実証実験を行なう。
自主行動プログラムを策定する。 れた車が廃棄される時には、費用を徴収せずに引取ることを

計画。

２．リサイクル率の向上及びそれに資する有害物質の使用量削減 ２．「リサイクル・イニシアティブ自主行動計画」を実施中 ２．リサイクル率向上に必要な基盤づくりと整備に
自動車製造事業者、部品製造事業者、解体事業者、シュレッダー事業 ・環境負荷物質／鉛使用削減の実施 関する協力を継続。

者及び素材事業者等はそれぞれ役割を分担もしくは協力し（「使用済み ・専用マニフェスト制度の構築に協力 ・リサイクル率,可能率の国際整合性の検証等
自動車のリサイクル目標等」平成８年１０月廃自動車処理・再資源化小 ・使用済み二輪車の分解技術調査の推進 を継続。
委員会を参照）、下記を目標にリサイクル率の向上を図るため具体的方 ・リサイクル品の用途拡大の研究継続。
策を策定する。 （バンパー材のアンダーカバーへの適用、ガ

また、下記の目標を達成するため、他の業界と連携し、必要な技術開 スケット端材の再生等）
発を推進する。

(1) 平成１４年以降の新型車のリサイクル可能率９０％以上を目標とす （１）リサイクル可能率は定量的絶対評価が難しい等の理由に （１）開発・設計段階で製品アセスメント制度を
ること より、製造事業者独自のリサイクル指標として表示。 基に、リサイクル性、分解性、環境負荷物質

新型車の鉛使用量（バッテリーを除く）を、 ・鉛使用目標達成状況 の使用などについてチェック、更なるリサイ
平成８年時点の使用量（車両重量２１０Kg級で８０g程度）を増加 ２００１年市場投入新型モデルの１６モデルで達成。 クル向上に向け継続開発を進める。

させない。

(2) 平成１４年以降のすべての使用済オートバイのリサイクル率８５％ （２）新型車のリサイクル性向上に向けた活動に取り組むと共 （２）左事業を引き続き実施。
以上を目標とすること。 に、使用済み自動車のリサイクル率向上に必要な基盤づく

平成２７年以降のすべての使用済オートバイのリサイクル率９５％ りと整備に対する協力を行い、リサイクル率目標達成に向
以上を目標とすること。 け努力している。

（注）販売事業者、整備事業者、解体事業者は、バッテリー、鉛製ホイ
ールバランサの除去などに努める。

（３）自主行動プログラムにおいて環境負荷物質（カドミニウ （３）削減目標及び達成時期を検討し、進める。
ム、六価クロム、水銀、鉛）の使用量の削減を自主行動プ
ログラムにおいて取り組むことを決定した。

３．リデュース・リユース・リサイクルへの設計・製造段階での配慮 ３．資源有効利用促進法に基づく指定省資源化製品（リデュー ３．３Ｒの促進を図る。
資源有効利用促進法の指定省資源化製品及び指定再利用促進製品に位 ス）、指定再利用促進製品（リュース・リサイクル）の判断

置づけられたことを踏まえ、次の取組を促進する。 基準ガイドラインを策定した。

(1) 部品の共通化の観点も含め、設計段階からリサイクルへの配慮、リ （１）モジュール化の共通化等により、部品点数削減、原材料
ユース容易な設計、省資源設計等リデュース設計を行うとともに他の の有効活用を促進。
リデュースの取組の可能性について検討を行う。

(2) リユース可能な部品使用及び補修部品としてのリユース部品の使 （２）耐久性の高い部品の信頼性向上に努めている。
用、並びにこれらを促進するための措置を講ずることとする。また、
長寿命化設計された部品の利用に努める。

(3) リデュース・リユース・リサイクルに資する情報を競争上の地位を （３）分別作業を容易にするため、材料表示に努めている。
害するおそれがある場合を除き提供する。

(4) 設計段階での取組状況及び効果を公表する方策について検討を行 （４）各社環境報告書やホームページ等の媒体にて３Ｒ配慮設
い、平成１３年度以降定期的に公表する。 計について公表。
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４．プラスチック部品のリサイクル推進に向けた素材産業、部品製造事業 ４．関連業界等と連携した材料回収、リサイクル技術と用途拡 ４．左事業を引き続き継続
者、自動車製造事業者の連携した取り組み促進 大の研究を行い、再生実証等を実施。

・プラスチック部品に対する素材別統一マーキング化
(1) プラスチック部分のリサイクル対策の推進 （１９９２年から実施）
(2) 素材メーカー等との連携によるリサイクル率の向上 （１）（２）リサイクル容易な熱可塑性樹脂の採用拡大・種類
(3) 化学業界との連携による検討結果を踏まえ、引き続き同種の部材へ 削減

のマテリアルリサイクルを含めたプラスチックリサイクルを促進す
る。 （３）化学業界との連携を推進し、可能性を検討。 （３）左事業を引き続き実施

・リサイクル容易なＰＰ樹脂社内規格の削減

９５年→０１年

カバー類 ＰＰ ３５→２２

（社）日本自動車工業会での活動を通じ、社内では設計審
査や製品開発アセスメント等を通じてリサイクル容易な素
材の選択を推進。

５．回収段階における対策 ５．
(1) 放置オートバイ対策の推進 ５．路上放棄車処理協力会の設置（199 1年7月設置・継続）所

地方公共団体における放置オートバイの回収・処理に対し、業界が 要の運用に係る見直し、改善等を行いつつ、引き続き実施。
協力を行うための体制の継続推進。 （１）地方公共団体における放置自動車の回収・処理に対し、 （１）リサイクルネットワークの構築により、市

業界が協力を行うための体制の継続推進。 町村の協力を仰ぎつつ指定引引取場所での
・協力実績：４２，８１２台（９１年９月～０２年３月末 引取り及びリサイクル・適正処理を実施する

年平均約３，８９２台） ことで、不法投棄二輪車のリサイクルに積極
(2) 販売ルート等を活用した回収協力の推進、適正な処理の推進・リサ 的に貢献する。

イクルの実施、販売店における廃車希望車の引取りを確実にする等販 （２）販売店における廃車希望車の引取りを確実にする等販売 （２）自主行動プログラムにおいて、販売店の役
売店ルートによる回収を継続推進するとともに、マニフェストによる 店ルートによる回収を継続推進。 割を明確にし、確実な廃車引取りにより実効
適正な処理・リサイクルの確保に努める。 性の向上を図る。

(3) シュレッダーダスト対策
シュレッダーダストの分別、安全化対策等について関係業界を含め （３）関連業界との協力によりシュレッダーダストの有効利用 （３）関係業界と協力してシュレッダーダストの

対応策の検討を推進するとともに、分別や再資源化に必要な技術の開 並びに減容化・安定化技術調査 管理型最終処分並びに一層のリサイクルの促
発を促進する。 進に向けた対策の推進

①シュレッダーダストの減容化・安定化対策
リサイクル促進技術調査②シュレッダーダストの

６．オートバイの放置の未然防止のための広報・啓発活動の促進
６．ホームページ・小冊子等活用し自動車の放置の未然防止の ６．二輪車リサイクルの実効性を向上するにおいて

ための広報・啓発活動を実施 、ユーザー及び関係事業者の理解が必要である
(1) 処理に関する相談窓口を設置する（オートバイ販売店）。 （１）使用済みオートバイの専用マニフェスト制度の構築に協 ことから情報提供方法を構築する。

力 ①販売店におけるユーザーへの情報提供
(2) ポスター・パンフレット等の作成・配布を行う。 ②（財）自動車リサイクル促進センターにおけ

（２）ポスター・パンフレット等の作成・配布。 る広報活動と問い合窓口の設定
③二輪専門紙等への広報活動等
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

８．タイヤ 現在、法制化の検討が進められている自動車リサイクルについては、リ
サイクルの高度化を目指していることに鑑み、タイヤにおいてもこれまで １．廃タイヤの回収・処理ルートの整備等 １．廃タイヤの回収・処理ルートの整備等
の取組に加えて、より一層のリサイクルを促進するため、以下の対策を講 (1) 平成９年の廃棄物処理法改正によるマニフェスト制度の産 (1) 旧厚生省（現環境省）の「野積みされた使用
ずる。 業廃棄物への対象拡大を契機とし、タイヤ業界の自主的判断 済みタイヤ適正処理の基準」通知を受け、次の
１．廃タイヤの回収・処理ルートの整備等 として全廃タイヤを対象にマニフェスト制度を適用した（平 不法投棄等の未然防止対策を進めていく。

市町村等の廃タイヤの適正処理を補完するために必要な体制を維持 成１１年スタート）。 イ．指定制度の強化
し、それを推進する。 名簿のメンテナンス

散見される野積みタイヤについては環境省による廃棄物の不法投棄認 (2) 循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法及び資源有効利 ロ．改正廃棄物処理法に沿った対策の推進
定の新基準の運用に協力し、適正処理の促進を図っていく。 用促進法等周辺の動きに即した活動、新規広域有効活用プロ マニフェストの最終処分までの適用と確認

廃タイヤの処理不明分を減少させるため、全ての廃タイヤに導入した ジェクトの開発、推進と安定供給体制の構築等を目的として 、排出者責任の明確化ＰＲ、処罰の強化ＰＲ
マニフェスト制度の着実な実施を図り､回収ルートの完全捕捉を目指す｡ 製・販一体の新たな体制で望む新組織「日本タイヤリサイク ハ．大口有効活用先の維持と開発

ル協会（ＪＴＲＡ）」を設立した（平成１２年６月）。 ニ．野積みタイヤの適正処理状況の定期的な把
握と自治体との連携

(3) タイヤリサイクル総論、状況、技術、法律編を分冊化した
タイヤリサイクルハンドブックを作成、頒布した。（平成12 (2) 野積みタイヤ処理には、次の対応で臨む。
年８月） イ．処理先斡旋（収集運搬、中間処理業者）

本編は、平成13年９月に完成し、頒布した。 ロ．地区との連携
(社)「全国都市清掃会議」との連携によ

(4) 特定事業者名簿の見直し・電子化とともに委託契約状況の り適正処理を推進
把握と適正処理業者への委託指導の強化作業を開始した。 ハ．県対策協議会
（平成１２年１０月） 県(地区)タイヤ販売協議会、県担当者、処

理業者による事件対策と予防（現在、新潟､
(5) マニフェスト制度推進のため、小冊子「廃タイヤ管理票 栃木２県のみ)

（マニフェスト）早わかり改訂版」を発行、説明会の実施と
ともに配布した。（平成１３年６月）
（説明会は、初回(H11 )発行以降、JTRA全国９地区毎に年１
～２回程度実施。今後も必要に応じて実施予定。）

２．リサイクル・リユースへの取組の促進 ２．リサイクル・リユースへの取組の促進 ２．リサイクル・リユースへの取組の促進
(1) タイヤリサイクル率の向上 (1) タイヤリサイクル率の向上 (1) タイヤリサイクル率の向上

廃タイヤの再生利用の更なる促進のため、セメント焼成用・鉄鋼業 ・製紙、鉄鋼業、輸出 中古タイヤ、更生タイヤ台用等）（
用等への利用（原・燃料利用）の維持・拡大を図るとともに、サーマ 等の利用量の増加に伴い、200 1年のタイヤリサイクル率は前
ル利用の新規利用先への供給努力等により、現状のリサイクル率８８ 年８８％から８９％にアップした 。 ･ＷＧにおいて、タイヤの供給地区・配分量、
％（２０００年実績）を２００５年までに少なくとも９０％まで向上 ・現在浮上している新規広域有効活用プロジェクトのうち、 処理可能量調査等の具体的な検討を行う。
させることを目標とし、達成するべく努力する。 ４プロジェクトについてＷＧを設置し、早期実用化に向けて

検討を開始した。（平成１４年６月）

(2) 更生タイヤ需要拡大等 (2) 更生タイヤ需要拡大等 (2) 更生タイヤ需要拡大等
更生タイヤの需要拡大等再利用の推進のため、技術面、安全面、経 ・ＪＡＴＭＡ内に「更生タイヤＷＧ」を設置し、更生タイヤ ・更生タイヤの一層の普及促進のためのＰＲ

済面から関係団体も含め総合的な検討を行う。 の生産状況、生産減少原因検討を行い、需要促進のための技 （パンフレット・ビデオ等）
術面（騒音、燃費、性能等）、経済面から現状の問題点、課 ・更生タイヤに関する海外を含む調査（継続）
題、今後の取組方法を関係団体と協議、検討した。
・「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グ
リーン購入法）」の特定調達品目における「役務」として
「自動車専用タイヤ更生」が平成１４年度から新規指定され
た。

(3) マテリアルリサイクルの拡大等 (3) マテリアルリサイクルの拡大等 (3) マテリアルリサイクルの拡大等
廃タイヤの再生利用の更なる促進のため、下記の技術開発を引き続 ・マテリアルリサイクルの推進のため、リサイクル情報の収 ・マテリアルリサイクルの推進・拡大策として、

き推進し、マテリアルリサイクルの数値目標の設定に向けて努力す 集、リサイクル設備の検証、意見交換等を実施し、テーマの 以下の項目について引き続き検討し、早期の実
る。 絞り込みを実施し、ゴム粉の低音舗装への利用について検討 用化を目指す。（全て継続）

①ゴム粉の利用 を開始した イ.弾性舗装財の検討
②再生ゴムの利用 ・ゴム粉、再生ゴム、化学分解等、廃タイヤリサイクル技術 ロ.ゴム粉の改良品の製造方法検討
③化学分解生成物の利用 の情報収集（日本特許、海外論文、国際会議等） ハ.再生ゴムの製造方法の開発、改良品の評価

等の用途拡大（将来的にはタイヤｔｏタイヤ、道路の舗装材等への利 ・廃タイヤリサイクル設備の検証、意見交換 ニ.化学分解生成物の利用方法の検討
用）を図るための技術開発を推進する。 ホ.廃タイヤリサイクル方法の情報収集
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

９．自転車 １．リデュース・リユース・リサイクルへの設計・製造段階での配慮 １．リデュース・リユース・リサイクルへの設計・製造段階で １．リデュース・リユース・リサイクルへの設計
自転車アセスメントマニュアルの改定及び資源有効利用促進法の指定 の配慮 ・ 製造段階での配慮引き続き推進

も視野に入れつつ、リデュース・リユース・リサイクル配慮設計の推進 ① 製品全体のリデュース・リユース・リサイクルを推進す
を図るとともに、長寿命化設計された部品の利用に努める。 るため「自転車製品アセスメント・マニュアルガイドライ

ン」に電動アシスト自転車を追加するなどの改定を行った
電動アシスト自転車について、資源有効利用促進法の指定再利用促進 。（平成１３年度）

製品に位置づけられたことを踏まえ、二次電池の取り外しが容易である ② 改定ガイドラインに基づく環境配慮型製品の技術研究開
構造の採用及び製品が二次電池を使用していること等の表示を行うとと 発を実施する。（平成１４年度）
もに、設計・製造での取組状況及び効果を公表する方策について検討す
る。また、製品全体のリデュース・リユース・リサイクル配慮設計につ
いても検討する。

２．リサイクル目標の設定 ２．リサイクル目標の設定 ２．リサイクル目標の設定
リサイクルの推進を図るため、平成１３年度中にリサイクル率の目標 製品全体の重量のうち、再資源化可能重量比をリサイクル ・今後、リサイクル可能率の引き上げを検討す

を設定する。また、リユース率の設定についても引き続き検討を行う。 可能率として設定 る。
平成１３年度 リサイクル可能率：６７％ ・引き続き自治体等の協力を得ながら、リサイ

クル率及びリユース率の設定の検討を行う。

３．自転車販売店・地方公共団体等と連携した使用済自転車回収の推進及 ３．自転車販売店・地方公共団体等と連携した使用済自転車回 ３．自転車販売店・地方公共団体等と連携した使
び放置自転車処理への協力 収の推進及び放置自転車処理への協力 用済自転車回収の推進及び放置自転車処理への

自転車販売店における廃棄希望自転車の引取りを継続推進するととも ① メーカー、卸、小売店等が地方公共団体と協力し、ユー 協力
に、自転車環境整備促進協議会によるプレスパッカー車、自転車カッタ ザーの使用済み自転車を小売店で引き取る集団拠点・店頭 引き続き推進
ーを自転車販売店等に支援して共同回収処理事業の実施地域の拡大を図 巡回回収事業を１１２地域で実施。（平成４～１３年度）
る。また、放置自転車の処理費用の軽減化を図るためプレスパッカー車 ② 小形二次電池の「指定再資源化製品」指定を受け、電動
を活用して地方公共団体への協力を行う。 アシスト自転車主要メーカー（８社）は、（社）電池工業

更に、回収された廃棄自転車のリユースを推進する取組について検討 会の「小形二次電池再資源化推進センター」に加入して回
する。 収・再資源化に取り組んでいる。（平成１３年度）

③ 再生自転車の安全性確保に係る実態を把握するため、自
治体及び小売店等を対象にヒアリング調査を実施。
（平成１４年度）

４．放置自転車の未然防止のための広報、啓発活動の推進 ４．放置自転車の未然防止のための広報、啓発活動の推進 ４．放置自転車の未然防止のための広報、啓発活
駅周辺における放置自転車の未然防止のための各種キャンペーンを推 ① 駅周辺における放置自転車の未然防止のための広報・啓 動の推進

進する。 蒙活動を実施（平成１３年度３６カ所） 引き続き推進
② 放置自転車対策として駐輪場を設置。（平成１３年度６

自治体６カ所）
５．長期使用の啓発・普及 ５．長期使用の啓発・普及 ５．長期使用の啓発・普及

学校、駅等で安全点検事業を推進する（販売店）。 ① 全国の自転車小売店が学校及び自治体の公共施設等で自 引き続き推進
転車安全整備事業を実施。（平成１３年度 ３，３０４会
場、約６５．１万台）
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

10．家電製品 １．リデュース・リユース・リサイクルへの設計・製造段階での配慮 １．リデュース・リユース・リサイクルへの設計・製造段階での １．リデュース・リサイクルへの設計製造段階で
旧法の第一種指定製品に指定されていた家電４品目に加え、構造的に 配慮 の配慮

複雑性を有する衣類乾燥機、電子レンジが、リサイクル容易な設計を促
進するという観点から、資源有効利用促進法の指定再利用促進製品に、
上記６品目が、同法の指定省資源化製品に位置づけられたことを踏ま
え、以下の取組を推進する。
(1) 製品アセスメントの実施 (1) 製品アセスメントの実施 (1) 製品アセスメントの実施

各事業者は、「家電製品製品アセスメントマニュアル」（平成１３ 各事業者は、「家電製品製品アセスメントマニュアル」 各事業者は、（財）家電製品協会の「家電製
年３月改訂）に基づいて、省資源化に配慮した設計、長期使用が可能 （平成１３年３月改訂）に基づき、省資源化に配慮した設計、 品製品アセスメントマニュアル」（平成１３年
な部品の採用等による製品の長期使用に資する設計、リサイクル容易 長期使用が可能な部品の採用等による製品の長期使用に資する ３月改訂）に基づき、省資源化に配慮した設計､
な素材の選択等によるリサイクルに配慮した設計等（有害物質の使用 設計、リサイクル容易な素材の選択等によるリサイクルに配慮 長期使用が可能な部品の採用等による製品の長期
削減を含む）についての製品アセスメントを実施する。 した設計等（有害物質の使用削減を含む）についての製品ア 使用に資する設計、リサイクル容易な素材の選択

セスメントに取組んでいる。 等によるリサイクルに配慮した設計等（有害物質
の使用削減を含む）についての製品アセスメント
のさらなる促進にむけて（財）家電製品協会を中
心に業界をあげて普及啓発に取組む。

(2) 製品アセスメントの実施状況の広報 (2) 製品アセスメントの実施状況の広報 (2) 製品アセスメントの実施状況の広報
設計・製造での取組状況及び効果を公表する方策について検討し、 ・（財）家電製品協会のホームページにて製品アセスメント 平成１４年度は、（財）家電製品協会のホー

平成１３年度以降毎年度公表する。 の取り組み状況を広報すべく、平成１３年度として、「環境 ムページに製品アセスメントの取り組み状況に
配慮型製品を目指して」を掲載した。（平成１４年２月） ついて解説内容をさらに詳細にし、具体例も追
・「家電製品製品アセスメントマニュアル」（平成１３年３ 記し充実させる。。
月改訂）を各方面へ開示するため印刷物を配布するとともに､
（財）家電製品協会のホームページにも掲載し、広く活用で
きるようにした。

また、各事業者は環境報告書等によって自社の製品アセス
メントの実施状況を公表している。

(3) プラスチック等のリサイクル対策の推進 (3) プラスチック等のリサイクル対策の推進 (3) プラスチック等のリサイクル対策の推進
使用済製品中のプラスチック等のリサイクルを進めるため、各事業 資源有効利用促進法で指定した６品目については「家電製 グレード数の削減については、プラスチック

者は、使用するプラスチック等の種類を削減するとともに、材質表示 品製品アセスメントマニュアル」に基づいて、１００ｇ以上の 業界と情報交換を継続しながら検討をしていく
等の対策を推進する。特に、化学業界との連携を推進しつつ、グレー プラスチックに、リサイクルの際に分別し易くするための材 。
ド数の削減については、「家電製品製品アセスメントマニュアル」に 質表示を実施している。上記６品目以外の製品についても順
基づいて実施する。 次実施している。

また、グレード数の削減についてはプラスチック業界との
情報交換を継続して行っている。

２．廃棄段階における対策 ２．廃棄段階における対策 ２．廃棄段階における対策
(1) 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）に基づく体制 (1) 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）に基づく (1) 特定家庭用機器再商品化法（家電ﾘｻｲｸﾙ法）に

平成１３年度から施行された家電リサイクル法において対象製品と 体制 基づく体制
して指定されたエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機については、小売 ・平成１３年度に家電リサイクル法が施行されて、１年が経 ・対象製品について家電リサイクル法に基づき、
業者による引取り及び製造事業者等における再商品化が着実に実施さ 過し、おおむね順調に推移した。 再商品化を引き続き実施する。
れることを確保するとともに、中長期的には一層、原材料としての利 ・（財）家電製品協会のホームページで下記を公表した。 ・家電リサイクル法のさらなる定着とより優れた
用、部品としての利用、その他の再商品化等を促進し、現行の同法上 ①４品目の再商品化処理台数は合計８３１万台であった。 リサイクル技術の開発に努める。
の再商品化率（エアコン６０％、テレビ５５％、冷蔵庫５０％、洗濯 （平成１３年４月１日～平成１４年３月３１日）
機５０％）以上の再商品化を目指していく。 ②製品別には、同処理台数ｴｱｺ ﾝ１３０万台、ﾃﾚﾋ ﾞ２９８万台

なお、上記４品目以外については、同法施行後の製品の普及・廃棄 冷蔵庫２１４万台、洗濯機１８８万台であった。
の状況、再商品化の技術水準の向上、小売業における販売実態、法律 また、再商品化率は、それぞれエアコン78％、テレビ73％
の施行状況等を勘案しつつ随時追加を行っていくこととする。 冷蔵庫59％、洗濯機56％であった。

(2) 特定家庭用機器からのフロン回収等 (2) 特定家庭用機器からのフロン回収等 (2) 特定家庭用機器からのフロン回収等
家電リサイクル法により、製造業者等は、再商品化等と一体的に行 家電リサイクル法により、製造業者等は、再商品化等と一体 家電リサイクル法により、製造業者等は、再

う事項として冷媒フロンの回収、破壊等が義務づけられており、フロ 的に行う事項として冷媒フロンの回収、破壊等が義務づけられ 商品化等と一体的に行う事項として冷媒フロ
ンの適正な回収、処理を進める。また、断熱材フロン対策を積極的に ており、フロンの適正な回収、処理を進めている。 ンの回収、破壊等が義務づけられており、フ
推進するため、技術開発及び処理施設の整備を促進する。 冷媒として使用されていたものを回収した総重量は、エア ロンの適正な回収、処理をさらに進めていく｡

コン４６７トン、冷蔵庫１３６トンで合計約６０３トンで
あった
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また、断熱材フロン対策を積極的に推進するため、経済的で また、断熱材フロン対策を積極的に推進するた
安全な技術開発を進めている。 め、技術開発及び処理施設の整備をより一層促進

する。

(3) シュレッダーダスト対策 (3) シュレッダーダスト対策 (3) シュレッダーダスト対策
シュレッダーダストの分別、安全化対策等について関係業界を含め 家電リサイクルプラントで発生するシュレッダーダスト 左記開発の継続を図り、一層のシュレッダー

対応策の検討を行う。 （金属樹脂混合物）の安全化対策を含めた分離分別技術開発 ダストの減容化を推進する。
を進め、埋立てや焼却による最終処分比率を減少させる努力
を推進した。

廃家電品の処理容易化・リサイクル促進のため、製品アセ
スメントマニュアルを参考に素材選定・易解体性設計・リサ
イクル処理技術の検討など製品開発段階から環境適合設計
（ＤＦＥ）を推進した。

３．廃家電製品の処理容易化・リサイクル促進のための技術開発 ３．廃家電製品の処理容易化・リサイクル促進のための技術開 ３．廃家電製品の処理容易化・リサイクル促進の
廃家電製品の処理容易化・リサイクルの向上を図るため、関係業界と 発 ための技術開発

も協力しつつ、素材・構造・処理方法等に関し技術開発を行う。 (1) 補助事業 左記の目的のため、製品開発段階からの環境
２１世紀に通じる処理技術の開発を目標に、国の補助を受 適合設計の実実施を一層推進する。

けてモデル事業として、廃家電品一貫処理リサイクルシステ
ムの開発を行った（高度ＡＩシステムとＬＮＧ冷熱利用の破
砕等を組み合わせた総合的な処理技術が特徴）。平成７年度
から４年間の実証事業で総事業費は約４６億円。

対 象：冷蔵庫、テレビ、エアコン、洗濯機
処理実績：約１７千台

(2) 自主事業
①ブラウン管リサイクル実証研究の実施

実 績：平成６年度～９年度
期 間：約２４８千台

②廃冷蔵庫フロン回収実証研究の実施
実 績：平成８年度～９年度
期 間：約３８千台
上記補助事業で得られた成果については、家電リサイクル

法の施行に向けて設置が進められている家電リサイクルプラ
ントに活かされつつある。

４．長期使用の促進 ４．長期使用の促進 ４．長期使用の促進
家電製品の長期使用を促進するため、
① 製品を修理して継続使用することを促進するため、修理の機会を ①製品を修理して継続使用することを促進するため、修理の機 ①製品を修理して継続使用することを促進するた

より長期間提供する具体的な方策の検討 会をより長期間提供する具体的な方策の検討 め、修理の機会をより長期間提供する具体的な方
・各事業者は、修理相談窓口や修理依頼窓口の集中化、修理 策の検討
受付の土日対応及びホームページ上での相談窓口開設により ・左記事項の相談窓口やホームページ相談窓口
、消費者への利便性向上を推進している。 の内容の充実に努める。

② 家電修理技術者の育成による修理体制の充実 ②家電修理技術者の育成による修理体制の充実 ②家電修理技術者の育成による修理体制の充実
・従来の「修理技術者試験」 は平成13年3月末をもって終 ・資源の有効利用促進(３Ｒ)につながる資格と
了し、平成13年4月からは、「家電製品エンジニア試験」と して、「家電製品アドバイザー」資格と併せて
して、対象技術範囲及び対象製品範囲を大幅に拡大した上で 「家電製品エンジニア」資格についても、広く
再出発している。 一般消費者に対する広報・ＰＲを強化し、循環
・各事業者は、販売店への技術講習会実施、サービスガイド 型社会を構築するうえでの「修理技術の重要
や修理ノウハウなど多岐にわたる支援情報の提供、及び長期 性」への認識向上を図る。
に亘る資料提供を推進している。

③ 長期使用製品の安全点検の普及啓発 ③長期使用製品の安全点検の普及啓発 ③長期使用製品の安全点検の普及啓発
・消費者に安全に使用して頂くため、また事故未然防止のた 左記事項をさらに推進する。
めの警告表示や点検箇所指摘などの表示機能搭載した自己診
断機能を備えた製品を開発している。
・適正な部品保有、補修部品の需要予測の精度向上及び、部
品の標準化を推進している。
・相談窓口をはじめ、ホームページ、パンフレットなどによ
り安全点検の重要性を啓発している。
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④ 適正な修理価格の設定 ④適正な修理価格の設定 ④適正な修理価格の設定
・部品価格の適正化、修理し易い製品の開発に努め修理効率 左記をより促進する。
向上を促進している。

⑤ 保険の活用 ⑤保険の活用 ⑤保険の活用
等の活動を引き続き実施する。

また、製品安全の確保等を踏まえた上で、可能なものにおけるリユー
ス部品の活用についての研究を行う。

５．その他 ５．その他 ５．その他
(1) 鉛使用量の削減 (1) 鉛使用量の削減 (1) 鉛使用量の削減

鉛フリーはんだの利用促進等により製品中の鉛使用量を削減する。 各事業者は、鉛フリーはんだの採用等により製品中の鉛使用 一層の鉛フリーはんだの利用促進を促し、製品
(2) フロン使用量の削減 量の削減を進めている。 中の鉛使用量を削減する。

断熱材におけるフロン代替物質の利用促進等により製品中のフロン
使用量を削減する。 (2) フロン使用量の削減 (2) フロン使用量の削減

経済的で安全な技術開発により、断熱材におけるフロン代替 断熱材におけるフロン代替物質の利用促進をさ
物質の利用を進めている。 らに図る。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

11．スプリン １．減量化・処理の容易化のための事前対策 ・平成８年２月、全日本ベッド工業会において、同工業会会員 ・全日本ベッド工業会において､引き続き啓発普
グマットレ 製造メーカーにおける処理の容易化に配慮した構造設計、材料構成、 企業経営者に対し、減量化、処理の容易化のための製品アセ 及活動を実施。
ス 組立方法等について、廃棄物処理法上の許可の発出状況（事業者の処理 スメントの推進が図られるよう要請。

体制の整備状況）を前提としつつ、全日本ベッド工業会において資源有
効利用促進法の指定再利用促進製品の指定についての検討を行う。 ・廃棄物処理法上の許可の発出状況（事業者の処理体制の整備 ・法律上、都道府県、市町村等の複雑な関与が伴

状況）を前提としつつ、全日本ベッド工業会において資源有 う(2 )「処理施設」にかかる許可についても、
効利用促進法指定再利用促進製品についての検討を行う。 スプリングマットレスの処理の全国的な逼迫状

況に鑑み、簡易・迅速かつ協力的な運用を行う
よう環境省及び自治体に強く要請する。

・また、既に許可を得ている「産廃」施設につい
て「一廃」施設としての許可申請を行う場合に
は、①産廃施設許可の際確認された事項につい
ては再度の確認を省く(データ、判断等の受入
れ)等、②広域性の伴う一般廃棄物に限定して
簡易・迅速に許可が行われるため必要な措置を
講ずるよう要請する。

２．廃棄段階における対策
(1) 指定一般廃棄物の処理に係る協力体制の構築 ・事業者が収集した廃スプリングマットレス（一般廃棄物）の ・法令上、一般廃棄物処理施設の許可要件である

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の３の規定による指定一 処理を行うためには、廃棄物処理法上、(1 )「事業者」に対 「処理能力」に関する現行の解釈では、当該施
般廃棄物に指定されていることを受け、市町村の適正処理を補完する する環境大臣の許可のみならず、(2)「処理施設」に係る許 設の「潜在的」能力を基に判断しているが、適
ために必要な体制を構築する。 可が別途必要。 正処理困難物を産廃施設の許可を受けた施設で

処理しようとする場合に限っては、①スプリン
・まず、(1 )に関して、①単独メーカーによる取組に対しては グマットレス及び処理の際発生する廃棄物に関

平成１１年６月２９日付けで許可が下りたが、②全日本ベッ しては産廃扱いとする。②施設の適正処理困難
ド工業会全体での取組については、平成１０年１１月の申請 物の搬入量も踏まえた判断を行い許可を不要と
から申請から２年以上経過した、平成１３年１月に環境省か する等、必要な措置を講ずるよう要請する。
ら工業会に対し、処理業者の処分業の許可不要について「指
定しない」旨通知された。 ・廃棄物処理法に基づく適正処理困難物に指定さ

れた廃スプリングマットレスは一般廃棄物処理
・かかる状況に加えて、(2 )「処理施設」に係る許可について 業者では、処理困難となるため、産業廃棄物処

も滞っている。現在のところ処理可能な委託先である産廃業 理業者でも扱えるよう必要かつ明確な措置を講
者が、既存の施設等を活用して処理を行う場合であっても、 ずるよう環境省に要請する。
「一般廃棄物」処理施設の許可を取得する場合には、別途同
許可をとる必要があるが、その他の関連法規（環境影響評価
法・都市計画法・建築基準法）との整合性が求められ、また
、広域性のある物を、特定地域に持ち込む場合は地元の了解
が必要とされ、県が、意見聴取した市町村からの合意が容易
に得られない例が見られる。

・平成１３年４月１日付けの廃棄物処理法施行規則改正に伴い
、一般 廃棄物の収集運搬業の許可不要の指定を受けるべく
製造事業者が申請中。
また、同改正によりスプリングマットレスの販売を業とする
者にあっては、当該事業を行う区域においては一般廃棄物の
収集運搬業の許可は不要となった。

(2) 処理技術の普及 ・民間事業者により中間処理にかかる設備の開発が行われたも
破砕処理技術の導入・普及を図る。 のの、破砕後の処理を行う予定の施設の許可が上記のような

理由で滞っていることから、導入は図られていない。

３．広報活動の促進 ・全日本ベッド工業会相談窓口において、消費者、販売事業者 ・引き続き全日本ベッド工業会相談窓口において
(1) 処理に関する相談窓口を全日本ベッド工業会に設置する。 等、中間処理業者等からの廃スプリングマットレスに係る問 廃スプリングマットレスの回収・処理の円滑な

い合わせに対し廃棄物対策の進捗状況の説明等を実施。 実施を図るため、消費者、各地方自治体、販売
(2) 処理に関する広報を行う。 事業者、中間処理業者等からの相談等への対応

、情報提供等を実施する予定。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

12．大型家具 １．リデュース・リユース・リサイクルの容易化のための事前評価の推進 ・平成８年４月、（社）日本オフィス家具協会において、環境 ・資源有効利用促進法の指定省資源化製品、指定
金属製家具について、資源有効利用促進法の指定省資源化製品及び指 対策として、製品アセスメント、再資源化、表示等を含めた 再利用促進製品に位置づけ、その判断基準に合

定再利用促進製品に位置づけられたことを踏まえ、以下の取組を推進す 「オフィス家具の環境対策ガイドライン」を策定し、同協会 わせて左記ガイドラインの見直しを行う。
る。 会員に周知した。
(1) 社団法人ニューオフィス推進協議会による「製品アセスメントマ

ニュアル」（スチール家具等）及び産業構造審議会の「再生資源の利
用の促進等に資する製品設計における事前評価マニュアル作成のため
のガイドライン」に基づき、各事業者は、オフィス家具の製品アセス
メントマニュアルを平成１３年度中に作成する。

(2) 設計・製造での取組状況及び効果を公表する方策について検討す
る。

２．回収ルートの整備及びリデュース、リユース、リサイクルの促進 ・（社）全国家具工業連合会において、廃棄木製家具のリサイ ・（社）全国家具工業連合会において、既存の販
(1) 木製家具のリユースの推進について検討を行なう。 クルボード化の研究について検討するため、木製家具産地の 売ルートによる回収体制の整備・拡充等につい

リサイクルに関する取り組み状況について把握。 て検討。
また、廃棄木製家具のリサイクルボード化実

現に向けた技術面、コスト面、品質面について
調査・検討及び建築廃材パーティクルボードの
品質・市場性等を調査・研究。

(2) 金属製家具については、事業者ルートによる回収システムの構築及 ・（社）日本オフィス家具協会において、資源有効利用促進法 ・資源有効利用促進法の省令の判断基準等を踏ま
び円滑化を通じたリユースの取組について関係者による検討を行う。 指定再利用促進製品及び指定省資源化製品指定に向け、アセ え、アセスメントガイドラインの見直しを行う

また、製品を修理して長期間使用することを促進するため、修理の スメントガイドラインを作成した。 予定。
機会をより長期間提供する補修用部品の保有等の具体的な方策を検討 ・環境と安全を両立させ、長寿命化させた中古品
・実施する。 を市場に送り出すため、中古品の機能・規格・

品質等の基準を作成。
・部品の共通化と修理の一元化を狙い「（社）日

本オフィス家具協会指定修理センター」の全国
設置について研究。

(3) 社団法人日本オフィス家具協会及び社団法人全国家具工業連合会に ・（社）日本オフィス家具協会内の廃棄・再資源化対策委員会 ・（社）日本オフィス家具協会において、「オフ
設置された相談窓口においてリサイクルに係る助言を行う。 において、平成６年度に策定した同協会会員企業向け「オフ ィス家具の環境対策ガイドライン」を同協会会

ィス家具の廃棄回収マニュアル」により都道府県単位で同協 員に対し、引き続き啓発・普及活動を実施して
会会員企業を主体とした「リサイクル担当」窓口を設置。 いく。

・（社）日本オフィス家具協会において、「金属製家具アセス ・左記事業を引き続き実施。
メントマニュアル」を作成し、セミナーを開催。

３．表示に関する研究
(1) 木製家具については、社団法人全国家具工業連合会において平成 ・（社）全国家具工業連合会に、木製家具の廃棄・再資源化に ・左記事業について、品目別の表示方法を併せて

１０年４月に作成した家庭用品品質表示等の解説書に基づき表示内容 係る相談窓口を設置。 検討。
の統一を図る。

(2) 金属製家具については、処理を容易にするための表示方法について ・（社）全国家具工業連合会において、木製家具の材料表示方 ・左記事業について、品目別の表示方法を併せて
検討を行う。 法について検討中。 検討。

４．広報・啓発活動の促進
販売先及び木製家具産地に対して表示内容の教育指導を推進する。 ・一部販売先に対して表示内容の確認を行なった。 ・左記事業を引き続き実施。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

13．カーペッ １．処理の容易化、再資源化のための技術開発・回収システムの構築 １．処理の容易化、再資源化のための技術開発・回収システム １．処理の容易化、再資源化のための 技術開発
ト 日本カーペット工業組合が中心となり、関係団体と設置したカーペッ の構築 ・回収システムの構築

ト等廃棄・易リサイクル研究会等を通じて、以下の技術開発、調査、回 (1 )日・米・欧のカーペットリサイクル実態調査を実施。 (1 )回収システムの構築のための調査研究事業
収システムの構築を行う。 （平成１１年度） の推進。
(1) 廃棄物処理、再資源化に当たり応用可能な技術の絞り込みと実験及 (2 )カーペットリサイクルの技術開発、回収システムについ (2)左記(4)の使用済みカーペットリサイクル実

び再利用用途の研究。 ての現状、課題、問題点等の検討。（平成１２年度） 証実験などの成果を受けて、その商品化を推
(3 )欧米におけるカーペットリサイクル施設及び処理技法に 進。

(2) 処理する際の複合素材の分離技術の開発。 関する実態調査を実施。（平成１１～１２年度) ( 3 )パイル部と基布部の分離が容易、構成素材
(4)以下のカーペットリサイクルの技術開発の実施。 が全て同一など、易リサイクルカーペットの

(3) リデュース・リユース・リサイクル等への設計・製造段階での配慮 ①使用済みタイルカーペットのリサイクル実証実験を実施｡ 開発。
事項等について関係団体との検討会を設置し、引き続き、再資源化・ （平成１２年度） (4 )再生ＰＥＴ樹脂や再生繊維を取り入れたカ
処理が容易なカーペットの研究、開発を推進する。 ②使用済みカーペットの合板の技術開発を実施するととも ーペットのグリーン購入法・特定調達品目へ

に、商品化への課題等を検討。（平成１１年度） の指定によって、官公需によるリサイクル・
(4) 回収システムの構築の検討を行い、すみやかに方向性を示す。 カーペットの調達を推進。

(5)リサイクル委員会の再設置（１２年度末）
(5) 再生ＰＥＴ樹脂の利用の促進。 ①具体的な処理方法の検討（１３年度） ・製鉄メーカー、セメントメーカーとも受入条

・経済性と効率性を鑑み、分別することなく一括処理が可 件では塩素系、重金属の含有率の制約がある
能な既存の施設を利用するという観点から、高炉原料化 ことを踏まえ、高炉原料化やセメントキルン
リサイクルかセメントキルン化で検討。 化をリサイクル方法として再検討。

・製鉄メーカー、セメントメーカーで受入条件、受入コス ・リサイクル業者、施設の勉強会の継続的な実
ト等の調査を実施。 施

・受入条件の成分分析実験調査の実施。 ①リサイクル業者との勉強会
・リサイクル施設の見学、勉強会の実施。 ②リサイクル施設の見学、勉強会
・回収ルートの構築にあたって、既存のルートを活用出来 ③難燃カーペットと普通のカーペットの区分

ないのかの検討の実施。 けができるのか検討
④脱塩素リサイクル技術の調査

・回収方法の構築
①既存の回収ルートの利用として家電製品で

の回収ルートの勉強会。家電メーカーと共
同でフロー図を作成検討。

２．広報・啓発活動の促進 ２．広報・啓発活動の促進 ２．広報・啓発活動の促進
日本カーペット工業組合において、以下の広報・啓発活動を行う 日本カーペット工業組合において、以下の広報・啓発活動

(1) 日本カーペット工業組合事務局（大阪）に設置された処理に関する を行う。 (1 )日本カーペット工業組合事務局（大阪）に
相談窓口の充実を図る。 (1 )日本カーペット工業組合事務局（大阪）に、処理に関す 設置された相談窓口において、消費者等から

る相談窓口を設置。（平成１２年度） の相談等を引き続き行う。
(2) 消費者への啓発活動（リサイクル意識の向上等のためのポスター・

パンフレットの作成等）。 (2 )消費者への啓発活動（業界紙等による啓発）を実施。 (2)消費者へのさらなる啓発活動を推進。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

14．布団 １．回収及び処理方法の開発等 １．回収及び処理方法の開発等 １．回収及び処理方法の開発等
全日本寝具寝装品協会が中心となり、関係業界と協力しながら以下の (1 )使用済みふとんの回収・リサイクルに関する卸売業界の (1 )ふとん素材の関係団体とのリサイクル事業

開発・研究を行う。 意識・実態調査を実施。（平成１０年度） の共同研究の検討。
(1) 広域回収システム構築の検討を行い、すみやかに方向性を示す。 (2 )寝具専門店におけるふとん回収・リサイクルに対する考 (2 )素材を含めた易リサイクルふとんの商品開

えと今後の対応についての調査を実施。（平成１１年度） 発。
(2) 再利用用途（収油資材、断熱材、反毛フェルト、燃料等）の開発・ (3 )ふとんの資源化技術調査と資源化実験を実施。 (3 )素材識別表示ラベルの検討

研究。 （平成１１年度) ( 4 )左記の調査結果等を受けて、ふとんのリサ
(4 )廃棄ふとんの破砕機及び固形燃料（ＲＤＦ）を製造する イクル推進に向けてＲＤＦ化も含めた再生用

成型器の開発（「廃棄寝具のサーマルリサイクル技術の開 途の開発を推進。
発」）を実施。（平成８年度）

(5 )官公需によるリサイクル寝具装飾品の調達促進のため、
グリーン購入法・特定調達品目への指定（平成１３年度）

２．広報・啓発活動等の促進 ２．広報・啓発活動の促進 ２．広報・啓発活動の促進
全日本寝具寝装品協会において、以下の調査及び広報・啓発活動を行 全日本寝具寝装品協会において、以下の広報・啓発活動を (1 )使用済みフトンのリサイクル事業に関する

う。 行う。 報告書の作成
(1) 廃棄物処理に関する調査。 (1 )廃棄物処理に関する行政施策、産業界、市民の意識、技 (2 )全日本寝具寝装品協会事務局（東京）に設

術動向についての調査を実施。（平成１１年度） 置された相談窓口において、消費者等からの
(2) 全日本寝具寝装品協会事務局（東京）に設置された処理に関する相 (2 )全日本寝具寝装品協会事務局（東京）に、ふとん廃棄物 相談等を引き続き行う。

談窓口の充実を図る。 の処理に関する相談窓口を設置。（平成１２年度） (3)業界紙等を通じて、左記(1)の調査結果など
(3 )消費者への啓発活動（業界紙等による啓発）を実施中。 リサイクルに関する情報提供を行うとともに

(3) 消費者への啓発活動（リサイクル意識の向上等のためのポスター・ 、消費者へのさらなる啓発活動を推進。
パンフレットの作成等）。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

15．乾電池 １．水銀電池の生産を中止したものの、未廃棄分の回収促進を図るため、 引き続き回収箱等による回収システムの促進維12 10,000 12年度は 個のボタン電池回収箱を作製し、平成
年～ 年度に電池メーカを通じて、各電器店、補聴器販売 努める。販売店に回収箱を設置し、無償で回収を行うとともに、水銀電池の回収 持に13
店等に配布し、回収協力の呼びかけ、ＰＲを行った。・再資源化を促進する事項について、積極的に広報・啓発活動を行う。

品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

16．ニカド電 小形二次電池の回収・リサイクルは、義務者である「電池
池等 製造者」「電池使用機器製造者」等を会員とする社団法人電

池工業会の「小形二次電池再資源化推進センター」（以下セ
ンター）が中心となり推進している。

○ 再資源化率 ○ 再資源化について
目標：資源有効利用促進法の再資源化率 平成 年度の再資源化率は次の通り 継続して実績を把握する。13

実績 法定目標率 実績把握及び法定再資源化率を下回らないよ
小形シール鉛電池 ５０％ 小形シール鉛畜電池 ５０％ ５０％ う努力する。
ニカド電池 ６０％ ニカド電池 ７１％ ６０％
ニッケル水素電池 ５５％ ニッケル水素電池 ６９％ ５５％
リチウム二次電池 ３０％ リチウムイオン電池 ３９％ ３０％

平成１７年度までにニカド電池の回収率４５％以上
（平成１２年２６．７％）

１．回収率目標の設定 １．回収率目標の設定 １．回収率目標の設定
退蔵性を考慮した回収率の算出方法について検討を進め、平成１３年 回収率算定の基礎資料とするために、平成 年度、民生 平成 年度、回収率の算出に必要な諸資料13 14

度から必要なデータ収集のための調査を実施し、平成１４年度中に、平 用の小形二次電池使用機器 機種を対象に消費者動向調査 を整備し、平成 年度中に、平成 年度まで14 14 17
成１７年度までの小形二次電池の回収率目標値を設定する。 を実施した。 の小形二次電池の「回収率の目標」を設定す

る。
２．回収システムの整備及び回収率の向上 ２．回収システムの整備及び回収率の向上 ２．回収システムの整備及び回収率の向上

資源有効利用促進法の指定再資源化製品に指定されたことを踏まえ、 「資源有効利用促進法」の「指定再資源化製品」に指定さ 新たなスキームでの２年目を迎え、以下の取
自主回収及び再資源化を推進するため、以下の取組を実施する。 れ、新たなスキームで自主回収及び再資源化を推進するため 組みを実施する。
(1) 回収拠点の拡充 、以下の取組みを実施実した。

小形二次電池の回収を促進するため、回収箱の設置数を増やすとと (1) センター組織の確立 (1) 会員の拡大
もに、事業用の機器の保守・修理や廃棄の際に生じる小形二次電池の センター運営事務局の設置と強化、会員の拡大（ 社→ 未参加事業者の加入を推進する。87
回収拠点を整備する。 社）、財政基盤の確立など141

(2) 回収拠点からの回収を効率化するために、巡回回収ルートや逆流通 (2) 回収拠点の拡充 (2) 回収拠点の整備・充実
ルートの利用等についても検討し、回収体制の強化を図る。 小形二次電池の回収を促進するために、回収箱設置数の増 自治体の回収協力促進を推進する。

加、会員回収拠点、事業系回収拠点、自治体回収拠点の新設
を行った。

(3) 経済的手法の導入 (3) 経済的手法の導入 (3) 経済的手法の導入
小形二次電池の回収率向上のため、経済的手法を導入し、その成果 小形二次電池の回収量向上のために、懸賞を準備し、一般 一般消費者を対象に、効率的な回収方法を検

を踏まえ、必要に応じて回収システムの更なる強化を図る措置を検討 消費者を対象にキャンペーンを実施した。 討すると同時に、経済的なインセンティブの付
する。 与方法を検討する。

３．表示の実施及び広報・啓発活動の促進 ３．表示の実施及び広報・啓発活動の促進 ３．表示の実施及び広報・啓発活動の促進
１．の取組を踏まえ、以下の内容を実施する。

(1) 表示の実施 (1) 表示の実施 (1) 表示の実施
資源有効利用促進法の指定表示製品に指定されたことを踏まえ、小 資源有効利用促進法の指定表示製品の指定に基づき、従来の ニカド電池以外は、平成 年 月 日まで15 3 31

形二次電池４種の分別を容易にするための識別色表示を徹底する。 ニカド電池に加え、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池及 の猶予期間が認められているが、「小形充電式
び小形シール鉛蓄電池も表示対象となり、対応を推進した。 電池の識別表示ガイドライン」を広く活用し、

表示方法については、「小形充電式電池の識別表示ガイド 表示を推進する。
ライン」を改訂し対応した。
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(2) 広報・啓発活動の促進 (2) 広報・啓発活動の促進 (2) 広報・啓発活動の促進
消費者に対し、販売店等において無償で小形二次電池を引き取るこ ・モデル自治体との取組み ・小形二次電池の回収・再資源化に関する

とその他小形二次電池の回収･再資源化について、積極的に広報･啓発 ３１市町村に回収拠点の協力を依頼した結果１２市町村で 「広報・啓発・情報提供」を推進する。
活動を行う。 回収拠点登録

・市民団体との連携 ・展示会、イベント等への参加を行い、センタ
市民団体、各自治体とタイアップし、９ケ所のイベントに参加 ーの行う小形二次電池の共同回収システムの広

加し、小形二次電池の回収・リサイクルへの協力を要請した 報・啓発・情報提供を行う。
。
・リサイクル協力学校への取組み ・市町村・自治体との連携

学校拠点を募集した結果、少数（１１６校）の参加にとど 全国の自治体の協力を得るため、自治体向け
まり、回収の実効もあがらなかった。 の広報・情報提供を行う。

自治体の実施する小形二次電池等の回収促進
キャンペーンに積極的に参加する。

・ホームページを開設し、小形二次電池関係の情報を提供 ・回収量・再資源化状況の公表
した。 ホームページにより公表する。http://www.jbrc.com

４．小形二次電池使用機器に係る対策 ４．小形二次電池使用機器に係る対策 ４．小形二次電池使用機器に係る対策
小形二次電池を使用する機器が資源有効利用促進法の指定再利用促進

製品及び指定再資源化製品を部品として使用する製品に位置づけられた
ことを踏まえ、以下の取組を実施する。
(1) 電動工具、防災・防犯機器等小形二次電池を使用する機器の製造を (1) リサイクル容易化への配慮 (1) リサイクル容易化への配慮

行う事業者は、機器に組み込まれた小形二次電池の回収・リサイクル 小形二次電池の取外しが容易な構造の採用、小形二次電池 継続して取り外し容易な構造の採用、「小形
を容易にするため、機器からの取り外しの容易化、機器本体及び取扱 使用機器には機器本体または取扱い説明書等への表示を推進 二次電池使用」の表示等を推進・啓蒙する｡
説明書への小形二次電池使用機器であることの表示等を徹底する。 した。

(2) 小形二次電池を使用する機器の製造を行う事業者は、小形二次電池 (2) リデュース促進のための電池負荷の少ない製品開発機器の (2) リデュース促進のための電池負荷の少ない製
のリデュースを促進するため、電池負荷の少ない製品の開発等を推進 連続使用時間の延長に向けて、小形二次電池の特性を考慮し 品開発
する。 た高効率型の製品を開発中。 継続して開発を推進する。

(3) 小形二次電池を使用しているリース方式の機器、業務用の機器等に (3) 機器別流通ルートによる回収システムの構築 (3) 機器別流通ルートによる回収システムの構築
おいて、機器別の流通ルートによる回収システムの構築を検討する。 事業系拠点を新設した。 継続して拡大をはかる。

(4) 小形二次電池を使用する機器の保守、修理等を行う事業者は、業務 (4) 取り外した電池の引渡し (4) 取り外した電池の引渡し
に際して取り外した小形二次電池を確実に再資源化事業者に引き渡 事業者が業務に際して取り外した小形二次電池を回収し､ 継続して体制を構築する。
す。 再資源化業者に引き渡す体制を構築中。

(5) 設計・製造での取組状況及び効果を公表する方策について検討し、 (5) 設計・製造段階の公表 (5) 設計・製造段階の公表
平成１３年度以降毎年度公表する。 （財）家電製品協会のホームページに、製品アセスメント 製品アセスメントの取組み状況について内容

の取組み状況を公表することを目的とした「環境配慮型製品 を充実させる。
を目指して」を掲載した（平成 年 月）14 2

品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

17．自動車用 １．広報・啓発活動の促進 １．広報・啓発活動の促進 １．広報・啓発活動の促進
鉛蓄電池及 (1) 自動車用鉛蓄電池及び二輪車用鉛蓄電池については、製造事業者等 (1) ルートの拡充・フリーライダー対策 (1) 販売店での無償引取の推進
び二輪車用 が回収・再資源化に積極的に関与し、消費者から無償で引き取る体制 ・販売店での無償取引の推進、ほぼ１００％の回収率を達成
鉛蓄電池 の構築等、回収・再資源化ルートの拡充に努めるとともに、フリーラ ・在日米国大使館担当官へ、我が国の鉛リサイクルシステムの

イダー対策を進める。 現状と問題点について説明し、理解を求めた。
(2) 消費者に対し、販売店等が無償で引き取ること、その他自動車用鉛 (2) 広報・啓発 (2) 継続的なリサイクル関連イベントへの出展及

蓄電池及び二輪車用鉛蓄電池の回収・再資源化について、積極的に広 ・リサイクル関連イベントへの出展 び業界紙等への広告等の掲載
報・啓発活動を行う。 ・業界紙等への広告等の掲載

２．リサイクルシステムの検討 ２．リサイクルシステムの検討 ２．リサイクルシステムの検討
資源有効利用促進法への指定の可能性や法制化を視野に入れた自動車 自動車リサイクルシステムの中でのバッテリーリサイクルの 平成 年度からの継続活動13

）リサイクルシステムの検討状況を勘案しつつ、使用済自動車用鉛蓄電池 位置づけ等について関係者と意見交換実施 （フリーライダー対策含む
及び二輪車用鉛蓄電池の安定的な回収・リサイクルシステムの構築を検
討する。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

18．カセット １．廃棄方法について ・カセットボンベの安全廃棄の啓発事業を実施。 １．安全廃棄の啓蒙事業について、引き続き実施
ボンベ 廃棄物の適正な処理を確保するため、カセットボンベの廃棄方法につ ①ラジオＣＭ していく予定。

いて、国、自治体、事業者の統一した排出・回収方法（「使い切ってリ ②全国新聞、雑誌に掲載
サイクルへ」）に向けた課題を整理するととともに、廃棄方法について ③業務用専門誌に記載
従来どおり広報を行う。 ④地下鉄の電飾看板

⑤カセットこんろにパンフレットを同梱（消費者向け）
・｢使い切ってから捨てていただく」ことを記載した媒体を用

いて、１００％実施している。

２．技術開発について ２．(1) ( 2 )とも技術開発について、引き続き検討
(1) 製造事業者において、内部にガスを残さず使い切り易いカセットボ （１）ガス成分の一つのイソブタンの含有率を増やすことによ を行う。

ンベの開発を行う。 り、気化のし易いボンベイの試験を検討中。

(2) 製造事業者において、カセットボンベの内部のガスを残さず使い切 （２）カセットこんろについては、ボンベの加温装置（「ヒー
り易いカセットこんろの開発を行う。 トバネル」、「ヒートパイプ」でバーナの熱をボンベに伝え

、ボンベを加温することで、気化し易くさせるための装置）
を検討中｡

３．中身残留缶対策について ３．引き続き検討を行う。
中身が残ったまま廃棄せざるを得ないカセットボンベの回収・再資源 ・システムを検討中。

化システムの構築については、それぞれの費用負担も含めて自治体、処
理事業者、及び消費者等の役割分担を明確にしたシステムを検討する。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

19. エアゾー １．廃棄方法について ・通商産業省委託事業として「エアゾール缶等排出実態調査」 ・全国の自治体のアンケート調査結果に基づき、
ル缶 廃棄物の適正な処理を確保するため、エアゾール缶の廃棄方法につい 実施。（特定２地区で自治体と協同で「使い切ってから穴を 協同活動可能な自治体を選定して「使い切って

て、国、自治体、事業者の統一した排出・回収方法（「使い切ってリサ 開けずに排出する」旨の広報活動を行い、排出缶の使い切り リサイクルへ」の広報活動実施の検討
イクルへ」) に向けて課題を整理し、その解決のスケジュールの検討を 率の向上を得た。）(平成11年度) ・通商産業省委託事業での調査地区のフォローア
行う。 ・各自治体でのエアゾール缶等の回収状況、処理方法、リサイ ップ

クル状況を把握し、自治体と協力してリサイクルシステムを
構築していくための全国3,2 5 1の自治体へのアンケート調査
実施。（平成12年度）

・各自治体アンケート回答の解析・追跡調査を実施（圧縮しな
い収集方法により収集時の事故発生のない知見を得た。）
（平成13年度）

２．中身残留缶の適正処理対策
塗料、化粧品、殺虫剤等の内容物によって異なるエアゾール製品につ ・内容物毎の使い切り方法について、エアゾール製品処理対策 ・ガス抜き機構の開発・普及の検討

いて、平成１１年度に実施した「エアゾール缶等排出実態調査」等を踏 協議会で引き続き検討。 ・身入缶処理技術の検討
まえて、費用負担も含めた地方自治体、事業者、処理事業者及び消費者 ・東京都２３区のエアゾール缶等の廃棄指導変更（使い切って ・全国の自治体のアンケート調査結果を踏まえて
の役割分担の明確化、処理主体と処理設備の整備や事業者による処理の 排出する）に伴い、エアゾール製品処理対策協議会として、 の適正処理対策の検討
可能性についても検討を行う。 消費者からの問合せの対応、処理に関する製品の問合先表示 ・エアゾール缶等の収集後の処理実態調査の検討

の徹底を申し合わせ。（平成11年度～）

３．広報活動の推進
使用済みのエアゾール缶の回収・リサイクルを促進するため、消費者 ・日本エアゾール協会のHP開設―インターネットを活用した広 ・インターネットを活用した広報活動の充実

に対し内容物毎の使い切り方法、排出方法、エアゾール缶のリサイクル 報開始（平成13年度） ・関係団体・関係企業ＨＰリンクによる内容の充
の状況等の情報について、積極的に広報啓発活動を行う。 ・自治体アンケート調査報告書を全国自治体に配布 実

（平成13年度） ・全国自治体アンケート調査結果の情報展開の検
討

４．資源リサイクルへの対応
容器包装のリサイクル推進のため、プラスチック部品を取り外し易く ・容器包装リサイクル推進のため、プラスチック部品を取外し ・エアゾール缶の用途別「易リサイクル設計マニ

した構造、材質の統一等マテリアルリサイクルの推進を図る。また、鋼 易くした構造の検討と、一部製品での実施。(平成10年度～) ュアル」の検討
製容器とアルミ製容器の識別を容易にするための表示の検討を行う。さ ・鋼製容器とアルミ容器の識別を容易にするための表示、プラ
らに「エアゾール缶の易リサイクル設計マニュアル」を平成１３年度中 スチック部品を取外し易くした構造等容器包装リサイクル推
に作成する。 進のための「エアゾール製品の易リサイクル設計マニュアル

作成WG」設置検討開始。（平成12年度）
・「エアゾール製品の識別表示ガイドライン」作成

（平成12年度）
・「エアゾール缶の易リサイクル設計ガイドライン」（案）作

成（平成13年度）

５．在庫品等の回収 ・製品の流通経路を逆に利用して、エアゾール製品製造・販売
流通段階において発生する在庫品等の事業者による回収を進め、安全 事業者又は充填事業者において、自ら又は産業廃棄物処理事 ・引き続き回収と処理を図る。

な処理を図る。 業者へ委託して適切に処理している。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

20．小型ガス ○広報啓発活動の促進 ・一般家庭等において使用される小型ＬＰガスボンベの廃棄段 ・左記事業を引き続き実施
ボンベ 廃棄物の適正な処理を確保するため、消費者に対し中身が残った状態 階における事故防止の周知のため、ＬＰガスの販売業者団体

で液化石油ガスボンベを廃棄することは高圧ガス保安法により禁止され がＬＰガス販売業者に対し、
ており罰則が適用される旨について、積極的に広報啓発活動を行う。 ①容器が不用になった場合は、一般のごみと一緒に捨てない

また、消費者に対して、不要となった小型ガスボンベは、それを購入 で購入したＬＰガス販売店に持ち込むこと、不明の場合に
したＬＰガス販売店へ持ち込むよう、販売店が不明の場合は最寄りの販 は最寄りの販売店、都道府県、都道府県ＬＰガス協会等へ
売店、都道府県または都道府県ＬＰガス協会等へ連絡をするよう、積極 連絡することを内容とする「容器の取り扱いについて（お
的に広報啓発活動を行う。 願い）」のシールを容器に添付し販売すること

②消費者から不用となった容器の廃棄を依頼されたときは、
その容器が自社で販売したものか否かに関わらず、それを
受け取り適正に処理すること。

について協力要請を実施。

・不用になった小型容器等の廃棄の取り扱いに関して、周知リ ・左記事業を引き続き実施
ーフレットの配布や新聞広告等により消費者に対し広報を実
施。

品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

21．消火器 １．回収・リサイクル体制の整備 １．回収・リサイクル体制の整備 １．回収・リサイクル体制の整備
日本消火器工業会において、平成１３年の消火器の回収率目標を８５ 業界団体においては、回収・処理を継続して行うとともに リサイクル・リユースを推進するため、学識

％（工業会推計値）と設定し、全国消防機器販売業協会等の関係団体と 平成１３年３月に名古屋市、４月に帯広市において、製造年 経験者等からなる委員会において、平成１６年
連携を図りつつ、目標達成に向けて、回収・リサイクル等の実施を引き から２０数年たった錆びの発生の著しい消火器であったこと 度までにリサイクル・リユース制度の確立、実
続き推進する。 により、破裂による死亡事故が相次いだことから、古い消火 施を進める予定である。
（平成１１年８３．３％（日本消火器工業会推計値）） 器の回収を促すパンフレットを作成し、回収の強化に努めた

また、平成１２年度に消防庁に設置した「消火器・防災物品リサイク 。
ル推進委員会」において、消火器のリユース・リサイクルに係る技術的 なお、回収率は、平成１１年の８３％（工業会推計）から
・制度的課題の調査・検討を行っており、平成１６年度までにリユース 平成１２年の８５％（工業会推計）に高まっている。
・リサイクル制度の確立及びその実施を推進する。 消防庁においては、平成１２年度より学識経験者等からな

る委員会を設置し、消火器リサイクル・リユースに係る技術
的・制度的課題の調査・検討を行っている。

２．不法投棄対策に係る協力 ２．不法投棄対策に係る協力 ２．不法投棄対策に係る協力
地方公共団体に対する支援措置として、業界団体による処理マニュア 業界団体による処理マニュアルの作成・配布を行うととも 処理マニュアルの更なる周知等、地方公共団

ルの作成・配布及び地方公共団体が回収した消火器の処分依頼があった に、地方公共団体が回収した消火器については、処分の依頼 体に対する支援措置を引き続き行っていく。
場合における製造事業者による回収・処理等の推進を引き続き行ってい があった場合に、製造者が回収、処理することとしている。
く。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

22．ぱちんこ １．リデュース、リユース、リサイクルへの設計・製造段階における配慮
遊技機等 資源有効利用促進法の指定省資源化製品及び指定再利用促進製品に位

置づけられたことを踏まえ、次の取組を推進する。
(1) 製品アセスメントの実施 ・資源有効利用促進法に対応するため、各製造事業者ごとに、 資源有効利用促進法の指定省資源化製品及び指定

ぱちんこ遊技機等の製造事業者組合による「製品アセスメントマ 製品アセスメントマニュアルを策定。 再利用促進製品に位置付けられたことを踏まえ、
ニュアル」を踏まえ、事業者毎に策定した減量化・処理の容易化のた ３Ｒに配慮した設計等を推進する。
めの製品アセスメントマニュアルに基づき、リデュース、リユース、 ・資源有効利用促進法の指定省資源化製品及び指定再利用促進
リサイクル配慮設計（有害物質の使用削減を含む）を促進するという 製品に位置付けられたことを踏まえ、製品アセスメントマ
観点から、製品アセスメントを実施する。 ニュアルを改定。

(2) 設計・製造での取組状況及び効果を公表する方策について検討す
る。

(3) 修理の機会をより長期間提供する補修用性能部品の保有等の具体的
な方策を検討する。

(4) 素材等の再資源化・処理容易化対策 ・使用材料の種類数の削減を検討中。 ・プラスチックのグレード数削減による処理容易
素材等の再資源化・処理容易化のため、使用材料の種類を削減する 化対策を推進。

等の対策を推進する。その際、鉛使用量の削減等を図る。 ・鉛使用量を削減するため、鉛フリーはんだの採用・はんだ付 ・左記事業を引き続き推進。
の箇所削減の設計変更等を検討中

(5) 表示の工夫 ・統一された表示方法について検討中。
合成樹脂製部品等の再資源化・処理容易化のため、使用材料名を統

一された方法により表示する。 ・重量１００ｇ以上の部材につき樹脂の表示を実施。

２．リサイクルに係る数値目標の設定
マテリアルリサイクル目標率を以下のとおり設定する。 ・マテリアル・パーツリサイクル目標率を以下のとおり設定し ・平成１７年度の目標率を達成するため、木・プ

目標年度 マテリアルリサイクル目標率 た。 ラスチック・マテリアルリサイクル率の向上を
平成１３年度 ３５％ 目標年度 マテリアル・パーツリサイクル目標率 図る。
平成１７年度 ５５％ 平成１２年度 ２５％（実績37.5％）

平成１３年度 ３５％
平成１７年度 ５５％

３．流通・破棄段階における対策
廃ぱちんこ遊技機等が野積みされる問題等を踏まえ、製造事業者・ホ ・業界においてリサイクル業者の選定など、リサイクルルート ・業界団体で廃ぱちんこ遊技機のブロック毎の収

ール・流通業者・運送業者・その他関連業者が協力し、業界団体の指定 の確立に向け検討中。 集場所を設置
したリサイクル業者に確実に引き渡されるシステム等の廃ぱちんこ遊技
機等の回収・リサイクルを促進するためのシステムを構築する。 ・自社の使用済み遊技機のリサイクル促進のた

め、回収ルートの確立及び回収率のアップを図
る。

４．処理容易化・再資源化のための技術開発の促進
廃ぱちんこ遊技機等の再資源化・処理容易化のため、関係業界とも協 ・シュレッダーダスト減容化を図るため、設計段階からのリサ ・より具体的に各社で開発を引き続き推進する。

力し、シュレッダーダスト減容化技術の開発を促進するとともに、不正 イクル容易化設計等を検討中
防止に関する規制を踏まえつつ、部品リユースに関する技術開発を実施
する。

５．広報・啓発活動の促進
(1) 適正処理のための啓発・指導を行う。 ・遊技機リサイクル推進委員会において随時指導を行ってい ・左記事業を引き続き推進。

る。
(2) 業界のリサイクルの取り組み状況を広報する。 ・業界団体の機関紙及び業界紙等において取組の広報等を行っ ・左記事業を引き続き推進。

ている。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

23．パーソナ １．リデュース・リユース・リサイクルへの設計・製造段階での配慮 １．リデュース・リユース・リサイクルへの設計・製造段階で
ルコンピュ 資源有効利用促進法の指定省資源化製品及び指定再利用促進製品に位 の配慮
ータ及びそ 置づけられたことを踏まえ、以下の取組を推進する。
の周辺機器 (1) 情報処理機器の環境設計アセスメントの実施 (1) 情報処理機器の環境設計アセスメントの実施 (1) 引き続き実施状況について調査するとともに

リサイクルに配慮した設計（有害物質の使用削減を含む）に加え、 パソコンおよびその周辺機器の主要メーカの８４％が３Ｒ 、より具体的な効果を把握する。
リユース容易な設計、リデュースに配慮した設計と併せて、リサイク 設計に対応した新しいガイドラインを適用し、残りについて
ルし易い素材、リサイクル材の利用を進めることを盛り込んだ新たな も１４年度中に適用予定であることを確認した。
環境設計アセスメントガイドラインに基づき、各事業者は製品アセス パソコンおよびディスプレイについては、同ガイドライン
メントを着実に実施する。 に準拠した設計を行っていることが必須条件の「ＰＣグリー

ンラベル制度」において現在までにパソコンについては１３
社２５７機種１０２９モデルが、ディスプレイについては８
社から８５機種９０モデルが適合機種として発表されている
。

(2) 製品アセスメントの実施状況の広報 (2) 製品アセスメントの実施状況の広報 (2) 今後も積極的に情報開示を進めていく。
設計・製造での取組状況及び効果を公表する方策について検討し、 アセスメントの実施状況および効果についてはＪＥＩＴＡ

平成１３年度以降毎年度公表する。 のホームページで公表することとし、１３年度結果について
ホームページに公表した。

(3) プラスチック等のリサイクル対策の推進 (3) プラスチック等のリサイクル対策の推進 (3) 引き続き関係業界とも連携をはかり、難燃材
使用済製品中のプラスチック等のリサイクルを進めるため、使用す 界としてガイドライン（平成１２年９月改定）におい グレードのプラスチックの対応等、今後の再利業

るプラスチック等の種類を削減するとともに、材質表示等の対策を推 て指定サイズ（２５ｇ）以上のプラスチックに材質表示を行 用の促進に向けた対応をはかる。
進する。 うこととしており、かつ、資源有効利用促進法の判断基準で

また、素材業界との連携の下、リサイクルの観点から、使用するプ ２５ｇ以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示が定められ
ラスチック等のグレードについて検討し、平成１２年度中に得られた ているので、２５ｇ以上のプラスチックには全て材質表示を
結論をもとに、リサイクル容易なプラスチック等の選択を推進すると 行っている。
ともに、同種の部材へのマテリアルリサイクルを含めたプラスチック リサイクルの観点から、再生プラスチックの市場動向を調
リサイクルを促進する具体的な方策を検討する。 査し、量の確保およびその安定供給が不可欠との結論を得た

。
２．廃棄段階における対策 ２．廃棄段階における対策 ２．廃棄段階における対策

(社)日本電子工業振興協会が「パーソナルコンピューターのリデュー
ス、リユースおよびリサイクルに関する自主行動計画」（平成１１年
１２月）を策定し、更に、資源有効利用促進法の指定再資源化製品に位
置づけられたことを踏まえ、以下の取組を推進する。
(1) 使用済製品のリサイクルのための体制整備 (1) 使用済製品のリサイクルのための体制整備 (1) 事業系パソコンの回収・再資源化について

使用済製品の回収・リサイクルを推進するため、速やかに事業系パ 事業系パソコンの回収・再資源化ルートについては、１３ は、引き続き回収を促進するとともに、家庭系
ソコンの回収・再資源化ルートを整備し、実施するとともに、家庭系 年４月からの法律施行にあわせ、精力的に構築をはかった。 パソコンの回収・再資源化については、制度施
パソコンの回収・再資源化システムの検討を行い、平成１４年度中を 一部広域指定制度の許可が遅れているが、業界として、平 行までに速やかに回収システムの構築を行う。
目途に適切な方策を導入する。なお、パソコンと同時に発生する使用 成１３年度に事業系パソコンの回収状況は、
済周辺機器についても併せて回収するよう努める。 総回収量 ６，５３５トン、

回収台数は、
・デスクトップ型ＰＣ本体：２０７，０２０台
・ノートブック型ＰＣ ： ６８，８７７台
・ＣＲＴディスプレイ装置：２２２，７４３台
・ＬＣＤディスプレイ装置： ３，８３７台
家庭系パソコンの回収については、１４年３月に公表され

た産構審の報告書（案）に基づき、制度施行後の新製品につ
いては、販売時徴収による回収・再資源化を図るため、制度
実施に向けて具体的検討を開始した。

(2) リサイクルの推進
資源有効利用促進法：平成１５年度の再資源化率 (2) リサイクルの推進 (2) 軽量化、省資源化に対応した年代の新しい製

デスクトップ型パソコン本体 ５０％ 資源有効利用促進法：平成１３年度の再資源化率 品にも対応できる再資源化を進め、法律の再源
ノートブック型パソコン ２０％ ・デスクトップ型ＰＣ本体：７８．５％ 化率、自主行動計画の資源再利用率を下げない
ディスプレイ装置 ５５％ ・ノートブック型ＰＣ ：６０．２％ よう技術開発を進める。

自主目標：平成１７年度の資源再利用率（デスクトップ型）６０％ ・ＣＲＴディスプレイ装置：７２．４％
部品リユース（ＭＰＵ、メモリ、ＨＤＤ、ケーブル等）や一層のリ ・ＬＣＤディスプレイ装置：７４．０％

サイクルを推進することとする。 自主目標に基づく平成１３年度資源再利用率



- 35 -

デスクトップ型本体＋ＣＲＴディスプレイ装置７５．０％

３．使用済製品の処理容易化・再資源化促進のための技術開発 ３．使用済製品の処理容易化・再資源化促進のための技術開発 ３．共通化された調査項目及び調査フォームに基
使用済製品の処理容易化・再資源化促進のため、関係業界とも協力し 使用済製品の処理容易化・再資源化促進のために、グリー づきトライアルを開始するとともに、技術開発

つつ、素材・構造・処理方法等に関し、技術開発を行う。 ン調達を推進することとし、そのための調査項目（化学物質 を行いグリーン調達を推進する。
）および調査フォームの共通化を推進した。
・グリーン調達調査共通化のための入力ソフトの開発

４．広報・啓発活動の促進 ４．広報・啓発活動の促進 ４．広報・啓発活動の促進
長期使用・再資源化を促進するため、消費者、ユーザー啓発・ＰＲを 長期使用・再資源化を促進するため、それらの項目を含ん 引き続き消費者、ユーザー啓発・ＰＲを推進

推進する。 だ、３Ｒおよび環境に配慮した製品にラベルを表示し製品を する。
アピールする「ＰＣグリーンラベル制度」を立ち上げ、その
内容についてホームページおよびパンフレットによりＰＲを
推進した。また、対応各社については、それぞれのホームペ
ージに該当機種を掲載し、ユーザへのＰＲを推進した。

５．アップグレードなど、その他のリデュースの取組を推進するととも ５．「ＰＣグリーンラベル制度」において、３Ｒ設計がなされ ５．引き続き「ＰＣグリーンラベル制度」へより
に、製品を修理して長期間使用することをサポートするため、リユース ていることとともに、「製品を出荷後、当該製品について、 多くの企業参加を促すなど取組を推進する。
部品による補修体制の整備等による長期間修理の機会を提供する方策の 少なくとも５年間、修理が受けられるよう体制が整備されて
具体化を検討・実施する。 いること」を１つの基準項目とし、各社の対応を促した。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

24．複写機 １．リデュース・リユース・リサイクルのための対策を推進
複写機については、特にリユース対策を重点的に促進する観点から、

資源有効利用促進法の特定再利用業種及び指定再利用促進製品に位置づ
けられたことを踏まえ、次の取組を推進する。
(1) 循環型経済システムの構築に向けて、リデュース・リユース・リサ ・ 資源有効利用促進法に基づく特定再利用業種（リユース部品 ・ 業界として、３Ｒ活動に関してのアンケート

イクルの促進を目的に、業界団体において平成１２年に見直し強化し の使用）の指定及び指定再利用促進製品（リユース配慮設計) を実施中であり、本アンケート結果をもとに､
た「製品アセスメントマニュアル作成のためのガイドライン」に基づ の指定を受け、同法令施行後の新製品について、リユース 業界団体としての活動の更なる推進を進める
き、各事業者において、リユースが容易な設計、リデュースに配慮し 設計部品を組入れ、これらが回収された時点から新製品へ 予定である。
た設計、リサイクル材やリユース部品の利用、有害物質の使用削減を のリユースを円滑に行うべく、必要な設備の整備や再生部
可能な範囲で拡大する。 品の検査・保管のための体制等の構築を推進している。

・ リユース容易な設計、リデュースに配慮した設計、リサイク
ル部材やリユース部品の利用の可能な範囲等、製品の設計に際
しての評価項目・評価基準・評価方法を複写機業界の指針とし
て示した「製品アセスメントマニュアル作成のためのガイドラ
イン」に従い、各社自主的な取組みを実施。

(2) 設計・製造での取組状況及び効果を公表する方策について検討す ・ いくつかの会社にてホームページ・環境報告書・製品カタ ・ 各社の公開可能な情報について、各社の判断
る。 ログ等にて自主的に取り組み状況と効果を広報。 に委ね、自主的な取組みを進める。

(3) 複写機に使用されるプラスチック等の材質表示を推進するととも ・ 材質表示は、各社実施済み。グレード数削減・リサイクル ・ 左記の取り組みを更に継続推進する。
に、グレード数削減について検討し、同種の部材へのマテリアルリサ 促進については、各社の自主的な取り組みの中で実施中。
イクルを含めたリサイクルを促進する具体的な方策を検討する。

２．使用済複写機の回収を目的とした静脈物流共同プロジェクトの推進
使用済複写機の部品リユース・リサイクルを目的とした関係企業によ ・ 複写機の部品再利用（リユースやリサイクル）を目的とし ・ 更なる推進の為に長崎五島列島、沖縄など離

る「使用済複写機の相互交換システム」の構築・地域拡大を推進する。 た業界団体による「静脈物流の相互交換システム」の構築を 島での共同回収システムの構築を検討している｡
また、回収をより促進するために、ＯＥＭ製品の供給を受けている事 全国に展開し、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福 また、引き続き、リース協会へ参加するリー

業者、リース事業者、販売事業者との連携を図る。 岡の7箇所の交換センターと各府県庁所在地に回収デポを設 ス会社の拡大を呼びかけている。
立し、業界全体の自主回収ルート構築を推進。

リース協会へも参加を呼びかけ、一部のリース会社の参加
を得た。

３．プラスチックの再利用技術開発の促進
使用済複写機のプラスチック部品に関するリユース・リサイクル促進 ・ 業界としてのプラスチックリサイクル実施に向けて、各社 ・ 本調査結果を基に、プラスチックメーカーと

のため、関係業界との協力の下、技術開発を行う。 のプラスチックの使用実態、素材メーカーの開発状況、他業 の協力のもと、共同リサイクル実施のための企
界のリサイクル実施状況等について実態調査を実施した。 画立案を行い、リサイクル材の試作評価を行う｡

４．リユース・リサイクルへの取組の公表
業界のリユース・リサイクルに関する取組状況を公表するとともに、 ・ リユース・リサイクルに関する取組状況については、各社の ・ 業界として、３Ｒ活動に関してのアンケートを

ユーザーへの啓発・ＰＲを実施する。 ホームページ・環境報告書・製品カタログ等にて公開してい 実施中であり、本アンケート結果をもとに、業界
る。 団体としての活動の更なる推進を進める予定であ

る。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

25．ガス・石 １．リデュース、リユース、リサイクルの設計・製造での配慮 ・（社）日本ガス石油機器工業会は、ガス・石油機器が資源有 ・(社)日本ガス石油機器工業会において、｢ガス
油機器 資源有効利用促進法の指定省資源化製品及び指定再利用促進製品に位 効利用促進法の指定省資源化製品及び指定再利用促進製品に ・石油機器アセスメントガイドラインを実施し

置づけられたことを踏まえ、製造事業者においてリサイクル容易な設 位置づけられたことを踏まえ、リデュース配慮設計及びリサ ての成果まとめ｣を公表するとともに、今後の
計（有害物質の使用削減を含む）、長寿命化設計、リペア容易な設計な イクル容易設計を推進していくために平成１３年３月「ガス 公表のあり方に関し、継続して検討をしてい
どに配慮した構造設計、材料構成、組立方法等について、減量化・処理 ・石油機器アセスメントガイドライン」を改訂し、それに基 く。
の容易化のための製品アセスメントを実施する。 づく製品アセスメントの実施に入った。

また、リユース容易な設計については、使用時の安全性の確保等に十
分配慮して引き続き検討を行う。

更に、設計・製造での取組状況及び効果を公表する方策について検討
する。

２．修理の機会の提供
修理の機会をより長期間提供する具体的な方策を検討する。

３．使用済製品の回収・リサイクルシステムの構築 ・使用済み製品の回収・リサイクルシステムの構築に関しては ・リサイクルシステムの構築に関しては、以下の
ガス・石油機器リサイクル懇談会中間報告書（平成１２年７月）及び 、以下のような取組みを行った。 ような取組を行う。

その後の調査結果等を踏まえ、事業者は、自治体等と連携して使用済製 ①販売店における設備機器（設置工事を必要とする製品、例 ①ガス・石油機器を｢設備機器｣と｢非設備機器
品の処理実態を把握するとともに、合理的な回収・リサイクルシステム えば石油給湯機）の販売台数・引取り（回収）台数・処理 ＝持帰り製品｣とに区分した体制でリサイク
の構築について引き続き検討を行い、早期の実現を目指す。 業者への委託状況等について､アンケート及びヒアリング ルシステムのあり方をさらに検討していく。

による実態調査を実施し､これらから全国の回収台数を把 ②既に施行されている家電リサイクル法などの
握(推測)した。調査した結果では、製品取替時等の廃製品 課題を抽出し、また資源有効利用促進法の
回収比率は引取可能台数の約９５％と推定できる。 「指定再資源化製品」に指定されている家庭

②｢指定省資源化商品｣｢指定再利用促進製品｣に指定された品 系製品の動向などに注目しながら、ガス・石
目につき、破砕処理実験を行い品目別の資源回収量・処理 油機器の合理的な回収・リサイクルシステム
コスト等を把握した。対象品目5種類の平均資源回収率は 構築に向けて検討を継続する。
、８０％強の数値であった。

③自治体におけるガス石油機器の回収状況の把握を目的に、
全国都道府県より市・町・村各1箇所を選び出し、141自治
体におけるガス石油機器の回収状況を「ごみの出し方パン
フレット」を基に調査し、地域別、市・町・村別の分析を
行い、今後の資料とした。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

26．繊維製品 １．回収リサイクルシステムの構築 ○経済（通商）産業省委託事業により繊維製品のリサイクル等 ・現在開催中の「繊維製品３Ｒ推進会議」におい
繊維製品、特に衣料品のリサイクルを促進するため、製造事業者、販 マテリアルフローに関する調査を実施。 て、繊維関係事業者等による自主的なリサイク

売事業者、流通事業者、再生事業者、消費者、大学等参加のもとに設置 （平成８年度、平成１１年度、平成１３年度） ル等３Ｒの推進のため、繊維関係事業者等に対
した「繊維製品リサイクル懇談会」を通じ、易リサイクル製品の開発、 し自主的なアクションプラン策定の検討を依頼
リサイクル技術開発、再生利用用途に併せリデュース・リユースも含め ○業界内に「繊維リサイクル連絡会議」を設置し、繊維製品の 中
た３Ｒ促進のためのシステム構築について精力的な検討を行い、早急に リサイクルに関する調査・研究を行うとともに、今後のリサ
結論を得る。 イクルの在り方について検討。

○アパレル業界によって、易リサイクル商品の企画立案と回収
システムの構築についての検討を実施。（平成１３年度）

○故繊維業界によって、反毛を用いた新商品開発や製品の規格
化についての検討を実施。（平成１３年度）

○国内中古衣料品市場の活性化のため、中古衣料品事業者と故
繊維事業者との垂直連携により、国内で発生する中古衣料の
国内での販売について検討を実施。（平成１３年度）

２．廃棄物減量化のための対策
(1) リデュースの促進 ○サプライチェーン・マネージメント実証事業の実施（平成１ ・引き続き情報化の普及・啓発に努める。

繊維製品サプライチェーンにおいて情報技術を積極的に活用するこ ０年度～平成１１年度）により、無駄な発注の減少を通じた
とにより、生産、流通業務を効率化し中間製品、最終製品の不良在庫 不良在庫の圧縮を促進。
の削減等を図る。

３．易リサイクル及び用途拡大のための技術開発
(1) マテリアルリサイクル技術の開発 ○廃棄・未利用等のウール製品や綿製品について、これを反毛 ・複数の素材で混紡・交織された繊維製品を素材

する技術の改良やその再商品化に関する調査研究を実施。 ごとに分離・分解するとともに、再商品化する
（平成１１年度、平成１２年度） ための技術の開発を推進。

(2) ケミカルリサイクル技術の開発 ○廃ペットボトルの原料リサイクルの実用化開発を実施（平成 ・今後とも積極的に開発の取組みを進めていく。
１３年度）

(3) サーマルリサイクル（ＲＰＦ）技術の開発 ○廃棄等された繊維製品をＲＤＦ化するための技術に関する調 ・今後技術開発のみならずサーマルリサイクルに
査・研究を実施。 対する理解が得られるよう努める。
（平成１１年度）

(4) 再生用途技術の開発 ○廃棄・未利用等のウール製品や綿製品について、これを反毛 ・左記事業により開発されたリサイクル技術の応
する技術の改良やその再商品化に関する調査研究を実施。 用・拡充による用途開発を推進。
（平成１１年度、平成１２年度）

４．異業種との連携
ＰＥＴフレークの利用を一層促進する ○グリーン購入法特定調達品目について、ユニフォーム・作業 ・グリーン購入法・特定調達品目へ再生ＰＥＴ樹

服などに加え、平成１３年度にはふとんも再生ＰＥＴ樹脂を 脂を原料とした繊維製品を指定することにより
用いた繊維製品として指定された。 、官公需による調達の一層の促進を図る。

５．広報・啓発活動の促進
(1) リサイクルファッションショー・展示会の実施 ○繊維の商品見本市（「ジャパン・クリエーション」）や、リ ・リサイクル製品に対する消費者の理解の増進と

サイクル製品の見本市（「エコプロダクツ展」）の場を活用 普及のための啓蒙・広報活動を推進。
(2) リサイクル製品の普及・啓発活動の実施 して、再生繊維を用いた繊維製品の展示活動を実施。（平成

１３年度）
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

27．潤滑油 潤滑油のリサイクルを推進する観点から、（社）潤滑油協会を中心と ・（社）潤滑油協会に潤滑油リサイクル対策委員会を平成１１ ・（社）潤滑油協会、全国工作油剤工業組合、全
して、使用済潤滑油の処理実態の明確化を図りつつ、以下の取組を実施 年７月に設置。 国オイルリサイクル協同組合等の連携を更に強
する。 ・平成１１年度より、潤滑油リサイクル対策委員会のもとで使 化。

用済潤滑油の実態調査を実施し、現状把握、問題点抽出を実
施。

・平成１２年度より、（社）潤滑油協会、全国工作油剤工業組
１．潤滑油関係業界団体の連携強化及び広報、啓発活動等の拡充 合、全国オイルリサイクル協同組合等の関係業界団体の連携

（社）潤滑油協会、全国工作油剤工業組合、全国オイルリサイクル協 を強化。
同組合等の関係業界団体の連携を強化し、潤滑油ユーザー、機械メーカ ・潤滑油ユーザーにおける使用済潤滑油の分別回収を促進する
ー等に対して使用済潤滑油の分別回収に係る積極的な広報・啓発活動を ため、平成１２年２月にＳＳ、整備工場等を対象にした、リ
推進して、理解と協力の促進を図る。 ーフレットを作成し配布。

２．非塩素系潤滑油への転換の推進 ・平成１２年度より、塩素系潤滑油（塩素を含有する添加剤使 ・塩素系潤滑油（塩素を含有する添加剤使用の潤
潤滑油ユーザーの理解と協力の下に、塩素系潤滑油（塩素を含有する 用の潤滑油）から非塩素系潤滑油への転換に向け、潤滑油メ 滑油）から非塩素系潤滑油への転換に向けた取

添加剤使用の潤滑油）について、技術的代替性がないもの等を除き、平 ーカーによる非塩素系潤滑油の製造拡大及びユーザーへ協力 組の推進を継続。
成１４年度を目途に非塩素系潤滑油の製造及び使用転換に向けた取組を 依頼による非塩素系潤滑油の使用を推進。
推進する。

３．使用済潤滑油の分別回収の促進 ・潤滑油ユーザーが塩素系使用済潤滑油の分別回収を促進する ・使用済潤滑油のユーザーにおける分別回収を促
潤滑油ユーザーが塩素系潤滑油を容易に識別して分別し、適正な処分 ため、平成１３年２月から一般工場等を対象にしたパンフ 進するため、現場向けのポスターを作成し配布

を行うことができるよう、塩素系潤滑油の製造事業者において、容器に レットを作成し配布するとともに、平成１３年４月より塩素 するとともに、塩素系潤滑油容器への表示ラベ
塩素系潤滑油であることを表示するラベルの貼付を平成１３年度から開 系潤滑油容器への表示ラベル貼付を開始。 ル貼付は今後も継続実施。
始する。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

28．電線 １．回収のための措置
電線ユーザー及び非鉄金属回収業団体等の連携により、機器用電線、 ・電線ユーザー業界（自動車、家電）における電線リサイクル

自動車用ハーネス等の回収システムを構築することについて検討する。 の現状や関心事項等の調査を実施した。
また、シュレッダーダストからの効率的な銅分回収技術を開発する。 ・電線ユーザー及び非鉄金属回収業団体等の有識者を集めて電

線リサイクルに対する意見交換会を開催した。

２．リサイクルのための措置 ・平成１２年度～１３年度「産業技術実用化開発費補助事業
電線の銅、塩ビ等のプラスチック被覆材のそれぞれについてリサイク （NED O）」において、電線リサイクル技術である「廃電線被

ル目標の設定を検討する。また、電線供給、回収・リサイクルの連携シ 覆材の架橋ポリエチレンのワックス化」の技術開発を実施し
ステムについてＬＣＡの観点からの環境への影響の低減について検討す た。
るとともに、リサイクル技術の開発を推進する。さらに、リサイクルし
やすい電線の設計やプラスチック被覆材の材質表示の可能性について検 ・平成１２年度「省資源・再資源化委託費」において、電線リ
討を行う。 サイクル技術である「廃電線被覆材の高純度分離方法」の技

術開発を実施した。

・廃電線リサイクル処理事業者に対するアンケートを行い、廃 ・引き続き調査を実施する。
電線リサイクルの実態を調査した。

・平成１３年度経済産業省委託事業として「電線・ケーブルの ・平成１４年度経済産業省委託事業として引き続
リサイクルの実態調査」を実施。家電、自動車に使用されて き「電線・ケーブルのリサイクルの実態調査」
いる電線の回収量、回収ルート等の実態を調査し、マテリア を実施する。
ルフローを作成した。 ・機器用電線、自動車用ハーネス等の回収を促進

するため、機器、自動車等の回収リサイクルシ
ステムから廃電線が適切な形態で解体・排出さ
れるよう、家電、自動車等のリサイクル推進活
動への協力方法を検討する。

・平成１４年度経済産業省委託事業として「廃電
線リサイクル処理の副産物として発生する被覆
材廃棄物のモデル循環システムの調査研究」を
実施する。被覆材の発生状況を調査し、リサイ
クルにおける課題を抽出、より実効的かつ効率
的な循環システムを検討する。

・引き続き、電線リサイクル技術の検討と研究開
発を更に推進するとともに、その他の課題へ対
応するための検討を継続する。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

29．建設資材 建設資材製造業においては、建設廃棄物の発生抑制、分別回収、リサイ
クルに資するため、各建設資材ごとに以下の対策を講ずる。

１．木質系建材
(1) 繊維板・パーティクルボード

① 建設発生木材のリサイクルを促進するため、繊維板・パーティク ①繊維板・パーティクルボード製造業を資源有効利用促進法の ①繊維板・パーティクルボード製造業を資源有効
ルボードの製造業を資源有効利用促進法の特定再利用業種に指定す 特定再利用業種に位置付けることも視野に入れつつ、以下 利用促進法の特定再利用業種に位置付けること
ることも視野に入れ、検討を行う。 （②）についての検討を実施した。 も視野に入れつつ、引き続き検討を実施する。

② 繊維板・パーティクルボードへの建設発生木材系チップの原料混 ②日本繊維板工業会内に環境対策委員会を設け、平成12年10月 ②環境対策委員会において、毎年、建設発生木材
入率の向上に関する知見を得るため、調査研究等に取り組むととも に資源の有効利用対策等を含めた「環境宣言」の取りまとめ の利用率のフォローアップ調査を実施する｡ま
に、公的建築物や民間住宅等への繊維板・パーティクルボードの利 を実施した。また､原料使用実態調査を実施し､環境宣言にお た､同委員会にＷＧを設け、繊維板における建
用拡大を要請していく。また、調査研究等の成果を基に、技術開発 ける目標値として、平成17年までに建築解体廃木材の利用率 築解体廃木材の利用拡大を図るため、異物除去
及び受入体制の整備等を推進する。 50％を設定した。(建築解体廃木材利用率:50. 6％:平成13年) に係る処理能力向上等の技術開発に取り組む。

③化粧繊維板、化粧パーティクルボードの再資源化についての ③環境対策委員会において建築解体廃木材の利用
研究開発を実施した。 率の新たな目標値を設定する。

④ＭＤＦの再資源化についての研究開発を実施した。 ④引き続き化粧繊維板、化粧パーティクルボード
及びＭＤＦの再資源化についての研究開発を実

２．窯業系建材 施する。
(1) 石こうボード

① 解体系廃石こうボードのリサイクル促進に資するため、用途拡大 ①(社)石膏ボード工業会内に廃石こうボード対策専門委員会を ①解体系廃石こうボードの再資源化技術開発、用
に向けた技術開発を推進するとともに、土壌還元剤やセメント等へ 設け、解体系廃石こうボードの再資源化技術開発を実施し 途拡大についての可能性の検討、及び関係業界
の活用について関係業界に協力を要請する。 た｡また、用途拡大に向け、土壌還元剤の可能性について検 に協力要請について引き続き実施する。

討、さらにセメント等にも活用すべく、関係業界に協力を要
請した。

② 新築系廃石こうボードのリサイクル促進に資するため、石こうボ ②新築系廃石こうボードについては、石こうボード製品への廃 ②石こうボード製品への廃石こう混入率向上につ
ードの製造業を資源有効利用促進法の特定再利用業種に指定するこ 石こう混入率向上のための研究開発、リサイクルシステムの いて研究開発を引き続き実施する。また、廃石
とも視野に入れ、技術開発及び受入体制の整備等を推進する。 検討のための廃せっこうボード実態調査を実施した こうボードのリサイクルシステムにおける中間。

拠点の設置等を検討する。

③ 引き続き、資源有効利用促進法の特定再利用
業種に指定することも視野に入れつつ検討す
る｡

(2) 窯業系サイディング
① 窯業系サイディングについて、関係業界との連携を図りつつ、長 ①窯業系サイディングの耐久性の向上を図るため、関係業界と ①関係業界とも連携を取り、標準工法等を促進す

寿命製品の普及、製品の耐久性を向上させるための施工方法の普及 連携して新たな標準工法を定め、施工説明書等を作成した｡ るための普及活動を行う。
に努める。 また、施工レベルの向上のため、業界において従来より施工

士認定制度を実施している。

② 業界団体等において、解体時に他材料との分離が容易である金具 ②解体時に他材料との分離が容易である金具留工法の普及促進 ②金具留工法の普及促進を図る。また、新築現場
留工法の普及を推進する。また、新築現場から廃棄された端材をセ を実施した。また、新築現場から廃棄された端材をセメント から廃棄された端材を再度窯業系サイディング
メント原料として利用するためのリサイクル技術の研究開発を推進 原料として利用するための研究開発を実施した。 へリサイクルする可能性について検討する。
するとともに、再度窯業系サイディングへリサイクルする可能性に
ついて検討する。

(3) ＡＬＣパネル（軽量気泡コンクリートパネル）
① ＡＬＣ建築物の耐久性の向上、長寿命化の指針となる「ＡＬＣパ ① ＡＬＣ建築物の耐久性の向上、長寿命化のため、ＡＬＣ協 ①研究成果としての「ＡＬＣパネル現場タイル張

ネル現場タイル張り工法指針（案）・同解説」及び「ＡＣＬ外壁補 会において以下の調査研究を行った。 り工法指針（案）・同解説」及び「ＡＬＣ外壁
修工法指針（案）・同解説」について関係業界に対し普及を行う。 ・日本建築仕上学会に協力し、耐久性向上の手段として、タ 補修工法指針(案)・同解説」を設計事務所、建

イ張り仕上げの信頼性・安全性の確保のための資料作成を 設会社への説明用に利用し、ＡＬＣ建築物の耐
行った。 久性の向上と長寿命化を図る｡
「ＡＬＣパネル現場タイル張り工法指針（案）・同解説」
の編集（1997年4月）及び改定（2000年4月）
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・日本建築仕上学会に協力し、ＡＬＣ建築物の延命化を目的
として、既設建築物の劣化状況の調査と補修工法の研究を
行った。
「ＡＬＣ外壁補修工法指針（案）・同解説」の編集（200 0
年4月）

② 解体時において建築物からの剥離が容易な乾式工法の普及を行 ② ＡＬＣ乾式工法（ロッキング構法）普及のため、以下の普 ②200 2年4月1日以降は標準構法（日本建築学会建
う。 及活動を行った。 築工事標準仕様書、建築工事共通仕様書等の公

・建築工事の公的仕様書に乾式ロッキング構法が標準構法と 的仕様書に掲載されている構法）の中心とする
して掲載されるよう活動した。 ため、業界団体等において資料の整備を行う。
「日本建築学会建築工事標準仕様書（J A S S 2 1 A C L ﾊ ﾟ ﾈ ﾙ工
事）」（1998年9月発行）
「建設大臣官房長営繕部監修 建築工事共通仕様書平成13
年度版」（200 1年4月発行）

③ ＡＬＣ建築物の分別解体の実態調査を行い、更に新規解体技術に ③ ＡＬＣの分別解体、異物除去技術に関連して以下の調査を ③既存ＡＬＣ建築物の分別解体を目的とした研究
ついて解体日数、コスト等の検証を行う。 行った。 を日本建築仕上学会に協力して行う。

・ＡＬＣ協会と（社）全国解体工事業団体連合会が共同で、 「ＡＬＣパネルを用いた建築物の解体工法の研
ＡＬＣ解体についての調査を実施した（平成12年10月） 究」（2001年11月1日～2003年3月31日）

④ 廃ＡＬＣパネルの軽量コンクリート骨材、セメント原料としての ④ セメント原料としてのリサイクル技術確立に向け、以下の ④（社）セメント協会と連携し、セメント原料受
リサイクル技術の確立に向けた研究開発を推進する。 研究を行った。 入れのための条件確認を行う。

・解体現場から排出されるＡＬＣ廃材を中間処理し、セメン ・分別が困難な付着物（吹付け材、シート防水
ト原料化するトライアルを実施（199 6年9月）。 の接着剤、タイル等）のセメント原料化の可

・解体現場から排出されるＡＬＣの付着物の成分調査を実施 否を確認する。
（2000年9月）。 ・受入れのための性状や大きさを確認し、中間

処理の方法と委託先を捜す。
・解体→中間処理→セメントリサイクルの流れ

をトライアルで検証し、問題点の抽出、コス
ト分析を行う。

(4) グラスウール
グラスウールの原材料における板ガラスくず等再生資源利用率 ①グラスウールの原材料における板ガラスくず等再生資源利用 ①グラスウールの原材料における板ガラスくず等

（平成１１年度８２％）の維持・向上を図る。 率は82％（平成12年度）であった。 の安定的調達により、再生資源利用率（平成12
年度：82％）の維持向上を図る。

(5) ロックウール
ロックウールの原材料における高炉スラグ利用率（平成１１年度 ①ロックウール原材料における高炉スラグ等の利用90％を図っ ①引き続きロックウール原材料における高炉スラ

９０％）の維持を図る。 た。 グ等の利用90％を図る。

②ロックウール工業会内に設けた環境委員会において、傘下企 ②ロックウール工業会内にリサイクルＷＧを設置
業に対して廃棄物リサイクル実態調査を実施した。（製造工 し、新築及び解体現場から廃棄される廃材に係
程で発生する廃棄物のリサイクル率84. 2％ 平成12年度） るリサイクルシステムの構築に向けた検討を実

施する｡
(6) かわら

① 廃がわらの効率的な収集方法、新規リサイクル用途の開拓、リサ ①新規リサイクル用途の開拓のため、廃がわらの下水用セラ ①廃がわらの効率的な収集方法、新規リサイクル
イクル品と従来品の性能比較等に関する調査研究を実施する。 ミックス管、雨水の浸透枡への再利用に関する実証実験を 用途の開拓、リサイクル品と従来品の性能比較

行った。 等に関する調査研究を引き続き行う。
② 廃がわらのリサイクルに関する調査研究の結果をユーザー等を含 ②リサイクル園芸窯業製品の開発を図るため、異業種との共同 ②廃がわらのリサイクルに関する調査研究の結果

めて広く周知広報し、リサイクル製品の普及に努める。 研究を着手した。 をユーザー等に周知広報し、リサイクル製品の
普及に努める。
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３．プラスチック建材
塩化ビニル製建材のリサイクルを促進するため、以下の事項を実施す

る。

① 塩ビ製管・継手 ① 塩ビ製管・継手
ⅰ) 硬質塩ビ管・継手製造業については、資源有効利用促進法の特 ⅰ) 使用済み硬質塩ビ管・継手のリサイクルを促進するため ⅰ）使用済み硬質塩ビ管・継手のリサイクルを促

定再利用業種に指定されたことを踏まえ、計画的にリサイクルを 以下のことを実施した。 進するために、以下のことを実施した。
推進するとともに、技術開発及び受入体制の整備等を推進する。 ・リサイクル協力会社を、１５社１８拠点から１６社２１ ・リサイクル製品（再生管３品種）の普及活動と

拠点に増強した。また、中間受入場も全国に３２拠点を して、次の活動を実施する。
設置し、その結果沖縄県を除く全都道府県に最低１カ所 ①グリーン購入法特定調達品目への応募
の受入拠点が出来た。 ②官庁、自治体、団体等の標準仕様、特記仕様

・リサイクル協力会社３社に、受入対象製品及び量の拡大 への記載を要請する。
のために、粉砕機の設備支援を実施した。これで、設備 ③全国のユーザーへのＰＲを実施する。
支援は累計１２社となった。 ・リサイクル材持ち込みの働きかけを行う。

・平成１３年９月に再生管の協会規格としては３番目の 自治体、ゼネコン、住宅メーカー、中間処理
「下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管（ＲＳ－Ｖ 会社、管工事会社等へのリサイクルシステムの
Ｕ）」ＡＳ６２を制定した ＰＲ。

・再生技術開発を推進する。
ⅱ) 硬質塩ビ管について、資源有効利用促進法の指定表示製品に位 ⅱ）硬質塩化ビニル管が資源有効利用促進法の指定表示製品と 使用済み塩ビ管・継手がリサイクルしやすい

置づけられたことを踏まえ、リサイクルを促進するための表示を して指定されたため、表示方法を定め実施した。 ように、従来紙や他材質を使用していたラベル
徹底する。 ・表示方法は硬質塩ビ（無可塑Unplasticiz e d）であること を硬質塩化ビニルラベルへ切り替えることを検

を示すため「－Ｕ」を追加して「∞ＰＶＣ－Ｕ」とした。 討する。
・協会会員会社１１社及び賛助会員であるリサイクル協力会

社５社は、平成１３年１０月より塩ビ管に材質表示を実施
している。

② 塩ビ製サッシ
ⅰ）塩ビ製サッシを効率的にリサイクルするための研究開発を推進 ⅰ）塩ビ製サッシを資源有効利用促進法の指定表示製品に位置 ⅰ）具体的な表示方法を検討し、関係業者への周

するとともに、塩ビ製サッシのリサイクルシステム構築のための づけるよう次の検討を実施した。 知徹底等を行う。
回収に係る具体的手法等のついて検討を行う。 ・塩ビ製サッシの表示案｢∞P V C ｣や表示方法について検討を

ⅱ）塩ビ製サッシについて、資源有効利用促進法の指定表示製品に 実施し、平成１４年４月１日出荷分よりプラスチック工業
位置づけられたことを踏まえ、リサイクルを促進するための表示 会、 日本サッシ協会の会員各社において表示を実施し�
を徹底する。 た。

ⅱ）プラスチックサッシ工業会と 日本サッシ協会が合同でリ ⅱ）リサイクルＷＧにおいて、塩ビ製サッシのリ�
サイクルＷＧを設置し、廃サッシの現状の把握や収集拠点等 サイクルシステム構築のため、実際に解体現場
リサイクルへの取組方について検討を実施した｡ より排出された塩ビサッシを使用し、分別、粉

砕の具体的手法や施設について引き続き検討を
行う。

ⅲ）廃サッシをサッシにリサイクルする実証試験として、材質 ⅲ）建築物から回収した廃サッシを効率的にサッ
の異なる廃サッシを材料にしたサッシの試作品を作成した。 シにリサイクルするための技術について量産レ

ベルでの実証試験を引き続き行う。
③ 塩ビ製雨樋

塩ビ製雨樋について、資源有効利用促進法の指定表示製品に位置 ⅰ）塩ビ製雨樋を資源有効利用促進法の指定表示製品に位置づ ⅰ）具体的な表示方法を検討し、必要な設備等の
づけられたことを踏まえ、リサイクルを促進するための表示を徹底 けるよう次の検討を実施した。 準備に着手するとともに、関係業者への周知徹
する。 ・塩ビ製雨樋の表示案｢∞P V C ｣や表示方法について検討を実 底等を行う。

施した。
ⅱ）最善のリサイクルシステムを構築するため、茨城県に限定 ⅱ）茨城県でのモデル実験の結果を踏まえシステ

してリサイクルのモデル実験を開始した。 ムの改善を図っていく。

④ 塩ビ製床材
ⅰ) 原材料における使用済み塩ビ製品（農業用ビニルフィルム等） ⅰ）原材料中の塩化ビニル樹脂における使用済み塩ビ製品（農 ⅰ）原材料中の塩化ビニル樹脂における使用済み

の使用比率を３０％に向上させるよう関係各社において努める。 業用ビニルフィルム 等）の使用比率を現行（20％程度）に 塩ビ製品（農業用ビニルフィルム等）の使用比
比べ10％程度向上させる技術について、関係各社にて検討を 率が30％程度になる品種を増加させる検討を関
行い、使用比率の向上の可能性が得られた。 係各社にて行う。

ⅱ) 解体時に分離容易な簡易接着タイプ製品の普及促進を図る。 ⅱ）解体時に分離容易な簡易接着タイプ製品の普及促進を図っ ⅱ）解体時に分離容易な簡易接着タイプ製品の普
た。また、非接着タイプの置き敷き床材の開発を実施した。 及促進を図る。また、非接着タイプの置き敷き

ⅲ) モルタルとの分離技術の開発等を中心に、床材to床材のリサイ ⅲ）モルタルとの分離技術について(社)日本建材産業協会にお 床材の開発を引き続き実施する。
クル技術の研究開発を推進する。 いて設置されている建材再製品化調査委員会において、実験 ⅲ ) モルタルとの分離技術の開発等を中心に、廃

を開始した。 床材から床材のリサイクルの可能性について引
き続き検討を行う。
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ⅳ) 塩ビ製床材について、資源有効利用促進法の指定表示製品に位 ⅳ）塩ビ製床材を資源有効利用促進法の指定表示製品に位置づ ⅳ）具体的な表示方法を検討し、関係業者への周
置づけられたことを踏まえ、リサイクルを促進するための表示を けるよう次の検討を実施した。 知徹底等を行う。
徹底する。 ・塩ビ製床材の表示案｢∞P V C ｣や表示方法について検討を実

施した。

⑤塩ビ製壁紙
ⅰ) 内装仕上げ材料の分別システムの構築やリサイクル技術の開発 ⅰ）塩ビ製壁紙の分別、回収システムの実験事業の検討をメー ⅰ）回収実験を繰り返し実施してシステムの完成

等について関係業界において検討を行う。 カー、流通、施工業者とで検討を行った。廃塩ビ製壁紙を原 度を高める。
料としたボード、ブロック等の開発を行い、屋上緑化資材と ゼネコン、施工業者等では、例えば、地域限
しての軽量化の研究を進めた。 定などから進めてみるが、場合によっては広域

再生利用に関する特例措置の検討を計画した
い。

ⅱ) 塩ビ製壁紙について、資源有効利用促進法の指定表示製品に位 ⅱ）指定表示製品の表示については、壁紙を剥がした後でも識 ⅱ）流通、ゼネコン、施工等種々手関係業者に表
置づけられたことを踏まえ、リサイクルを促進するための表示を 別できる特許をメーカー各社で実施契約を締結し、リフォー 示目的のＰＲ活動を進める。
徹底する。 ム、解体時の識別、分別に役立つ配慮を進めた。

・壁紙の裏面材料の裏打ち紙（製紙メーカー）に直接印刷を
依頼して表示の均一化を図る。

４．金属系建材
(1) 金属屋根

① 金属屋根について、長寿命製品の普及促進を図る。 ①耐食性の高いめっき鋼板を使用した長寿命製品の普及促進を ①耐食性の高いめっき鋼板を使用した長寿命製品
図り、使用比率を50％以上に高めてきた。 について、引き続き普及促進を図る。

② 解体時に分解しやすい易リサイクル製品開発の可能性について関 ②解体時に容易に断熱材を分離できる製品開発の可能性につい ②易リサイクル製品開発の可能性について、関係
係業界において検討を行う。 て、関係業界において検討を実施し、金属板・断熱材の分離 業界との協力体制を図りつつ、コスト面、環境

型製品が開発されている。 への影響等を考慮しながら引き続き検討を行
う。

(2) アルミサッシ
易リサイクル製品の開発等について関係業界において検討を行う。 環境問題対策委員会において、不純物除去方法等の廃サッシ アルミ廃材のリサイクル性を向上させ、スク

分別利用技術について検討を実施した。 ラップの使用比率を高めたアルミ製品が、市場で
評価されるようなアルミ締結部材について検討を
行うとともに、関連業界との協力体制の構築のも
と引き続き今後のリサイクルの取組に関する検討
を行う｡

(3) 金属サイディング
① 金属サイディングについて、長寿命製品の普及促進を図る。 ①耐食性の高いめっき鋼板を使用した長寿命製品の普及促進を ①耐食性の高いめっき鋼板を使用した長寿命製品

実施した。現在、耐久性の高いめっき鋼版の使用率が増加し について、引き続き普及促進を行う。
た。

② 解体時に分解しやすい易リサイクル製品開発の可能性について関 ②解体時に容易に断熱材を分離できる製品開発の可能性につい ②易リサイクル製品開発の可能性について、関係
係業界において断熱材と金属の分離技術等を中心に検討を行う。 て、関係業界において検討を実施し、断熱材と金属の分離技 業界との協力体制を図りつつ、断熱材と金属の

術等について分別プラントにより実験を行った。 分離技術等について引き続き検討を行う。

５．その他
畳（建材畳床） ①建材畳床の部材メーカー５社が設立した化学畳総合リサイク ①首都圏、大阪地区における化学畳リサイクルシ

建材畳床のリサイクルシステム構築について、関係業界において検 ルセンターの支援により、中京地区に畳リサイクルシステム ステムの構築を検討する。
討し、平成１３年度中に方向性を示す。 を構築した。 ②各地に畳リサイクルシステムについての広報活

②経済産業省平成１３年度廃棄物再資源化推進委託事業（化学 動を行い、普及促進を図る。
畳モデルリサイクルシステム調査）を実施。技術的、経済的
課題を抽出評価した。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

30．浴槽及び 浴室ユニットについて、資源有効利用促進法の指定再利用促進製品に位 ・資源有効利用促進法の指定再利用促進製品に位置づけ、リサ ・本製品アセスメントマニュアルに基づき、引き
浴室ユニッ 置づけられたことを踏まえ、以下の取組を促進する。 イクル配慮設計を促進していくため、浴槽及び浴室ユニット 続き、取組を促進する。
ト (1) リデュース・リユース・リサイクルに配慮した設計を進めるための に関連する３団体が協力して，「浴槽・浴室ユニット３Ｒ検

製品アセスメントマニュアルを平成１３年度中に作成し、各事業者に 討委員会」を設置し，製品アセスメントマニュアルを制定し
。おいて製品アセスメントを実施する。 た（平成１３年６月）

また、設計・製造での取組状況及び効果を公表する方策について検 ・製品アセスメントマニュアル作成のために設置した検討委員 ・浴室ユニット製品アセスメントマニュアル（平
討する。 会が当初の目的をほぼ達成したが、残された懸案を継続して 成１３年６月制定）については、各社の取組を

効果的に検討するために「浴槽・浴室ユニット３Ｒ推進委員 更に促進させるため、平成１４年度中に改定を
(2) 資源の有効な利用を促進するための表示方法について検討を推進す 会」として継続的に検討を行っている。 予定。（リサイクル配慮設計の成果事例の追加

る。 ・多くのメーカーで主要な材料であるＦＲＰについては，(社) 、解体時の分別・リサイクルのための情報提供
強化プラスチック協会においてリサイクル実証事業を実施。 方法についての標準化）

(3) 浴槽及び浴室ユニットに関する団体（キッチン・バス工業会、
（社）強化プラスチック協会浴槽部会、日本樹脂浴槽工業会、日本設 ※日本樹脂浴槽工業会、日本設備ユニット工業会が、平成１３
備ユニット工業会）が上記措置に共同で対応するために設置した「浴 年１１月に合併し、「日本浴室ユニット工業会」となった。
槽・浴室ユニット３Ｒ検討委員会」において、引き続き３Ｒを推進す
るための方策の検討を促進する。

品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

31．システム システムキッチンについて、資源有効利用促進法の指定再利用促進製品 製品アセスメント普及分科会（ＷＧ）を結成。普及資料の新 製品アセスメント普及分科会（ＷＧ）を結成。
キッチン に位置づけられたことを踏まえ、以下の取組を促進する。 規作成の検討を進め、「システムキッチン・浴槽ユニット製品 普及資料の新規作成の検討を進め、「システム

(1) リデュース・リユース・リサイクルに配慮した設計を進めるための アセスメント普及資料」としてまとめた。 キッチン・浴槽ユニット製品アセスメント普及資
製品アセスメントマニュアルを平成１３年度中に作成し、各事業者に 料」としてまとめた。
おいて製品アセスメントを実施する。 今後、同資料により製品アセスメントを引き続

また、設計・製造での取組状況及び効果を公表する方策について検 き実施。
討する。

(2) 資源の有効な利用を促進するための表示方法について検討を推進す
る。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

32．携帯電話 １．平成１３年４月より開始した携帯電話・ＰＨＳ端末に関する以下の取
・ＰＨＳ 組（「モバイル・リサイクル・ネットワーク」）を講じることにより、

使用済端末の回収・リサイクルの促進を図る。
(1) 全国の携帯電話・ＰＨＳ専売店約７，０００店舗における事業者ブ ･ 社団法人電気通信事業者協会と情報通信ネットワーク産業 ・ 事業者ブランド及びメーカブランドを問わな

ランド及びメーカーブランドを問わない使用済端末の回収の実施 協会（旧：通信機械工業会）は、携帯電話・PHSにかかる資 い使用済端末回収の継続的な実施。（キャンペー
源の有効利用について共同して取り組んできた。 ン等の実施）

回収については、平成13年度から、社団法人電気通信事 ・ 再資源化処理現場等の実態調査。
業者協会と携帯電話・PHS事業者が、ブランド名に関係なく使 ・ ３Ｇ端末の普及に伴う、課題抽出と検討。
用済みの携帯電話・PHSの使用済端末・小形二次電池・充電器 （回収率向上施策の継続検討及び回収率定義
を全国の約8,000店（平成14年3月末現在）のキャリア・ショ の見直し）
ップで回収する「モバイル・リサイクル・ネットワーク」を
開始しており、その実績は以下のとおりである。
＜平成１３年度実績＞
・携帯電話／ＰＨＳ本体 回収実績：13,107,173台、798ｔ

＜回収率：35.2％＞
・二次電池 回収実績：11,788,051個、264ｔ

＜回収率：31.7％＞
・充電器 回収実績： 4,230,521台 361ｔ

＜回収率：11.4％＞

(2) 使用済携帯電話・ＰＨＳの無償回収を実施している店舗であること ・ 使用済携帯電話・ＰＨＳの無償回収を実施している店舗であ ・ 引き続き実施
を示す統一ステッカーの上記店舗での表示 ることを示す統一ステッカーを上記の店舗で表示している。

なお、マークについては、商標（第42類）登録済（登録第
4551871号）

(3) 上記(1 )、(2 )の内容のパンフレット、請求書同封チラシ、取り扱い ・ 上記内容のパンフレット、請求書同封チラシ、取り扱い説明
説明書、各社ホームページ、各社新聞広告等への記載 書、各社ホームページ、各社新聞広告等への記載をしている。

２．製品全体のリデュース、リユース、リサイクル配慮設計（有害物質の ・ リデュース、リユース、リサイクルについて、情報通信ネッ ・ 引き続き実施
使用削減を含む）を推進するため、「携帯電話・ＰＨＳの製品環境アセ トワーク産業協会が「携帯電話・ＰＨＳの製品環境アセスメ
スメントガイドライン」（平成１３年３月策定）を指針として、製品ア ントガイドライン」を制定し（平成13年3月）、メーカにお
セスメントを実施する。 ける指針として製品アセスメントを実施する等の対応を進め

ている。
３．小形二次電池を使用する機器として資源有効利用促進法の指定再利用 ・ 携帯電話・ＰＨＳ端末に使用する小形二次電

促進製品及び指定再資源化製品を部品として使用する製品に位置づけら 池の排出抑制を促進するため、さらに電池負荷
れたことを踏まえ、上記１．２．の取組を推進すること等により、以下 の少ない製品の開発を促進し、設計・製造にお
の取組の実現を図る。 ける取組状況を公表する方策について検討を進

める。
(1) 携帯電話・ＰＨＳ端末に使用する小形二次電池の回収・リサイクル ・ 「携帯電話・ＰＨＳの製品環境アセスメントガイドライ ・ 引き続き実施

を容易にするため、端末機器からの取り外しの容易化、端末機器本体 ン」において、小形二次電池の端末機器からの取り外しの容
及び取扱説明書への小形二次電池使用機器であることの表示等を徹底 易化等を製品設計上の評価項目としている他、表示について
する。 も、情報通信ネットワーク産業協会が平成14年1月に「小形

二次電池を使用する通信機器の表示に関するガイドライン＜
携帯電話・PHS運用編＞」を制定し、社団法人電気通信事業
者協会と共同で運用中。

(2) 携帯電話・ＰＨＳ端末に使用する小形二次電池の排出抑制を促進す ・ 携帯電話・ＰＨＳ端末に使用する小形二次電池の排出抑制を ・ さらに電池負荷の少ない製品の開発を促進
るため、電池負荷の少ない製品の開発等を推進する。 促進するため、メーカとキャリアが電池負荷の少ない製品の開

発等を推進している。
(3) 業務に際して取り外した使用済小形二次電池を確実に再資源化事業

者に引き渡す。 ・ 「モバイル・リサイクル・ネットワーク」で実施している。 ・ 引き続き実施

(4) 設計・製造での取組状況を公表する方策について検討する。 ・ 社団法人電気通信事業者協会と情報通信ネットワーク産業 ・ 引き続き検討
協会で継続検討中。
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品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

33．蛍光管等 １．社団法人日本電球工業会が作成した「ランプ及び安定器・製品アセス １．左記「アセスメントマニュアル」の見直しを実施した。 １．左記「アセスメントマニュアル」を完成させ
メントマニュアル」（平成４年７月）について、リサイクルに配慮した る（平成１４年９月）。
設計に加え、蛍光ランプの小型化、長寿命化、水銀使用量の削減を更に
推進するため、平成１３年度中に当該アセスメントマニュアルの見直し
を実施する。

２．自治体による回収・リサイクルの支援、広報・普及活動の実施及びリ ２．各方面からの問い合わせに対し、日本電球工業会内に相談 ２．左記を継続推進するとともに、日本電球工業
サイクル技術の開発等の取組を推進することにより、回収率の向上を図 窓口を設置し、問い合わせに対応した。 会において、使用済み蛍光ランプの回収に関し
る。 インターネットホームページによる広報を開始
① 使用済蛍光管の処理に関する自治体からの問い合わせ等に対応する する（平成１４年１２月）。また、同工業会内

ため、（社）日本電球工業会内にリサイクル相談窓口を設置する。 の委員会活動を通じて、使用済み蛍光ランプを
② リサイクル事業者等に対して、適宜、回収・リサイクルの促進及び 回収するに当たっての諸問題を検討する。

技術開発に有用な種々の情報を提供し、処理技術の向上を図る。

３．高効率化を進め、一層の省エネルギー化を促進する ３．高効率光源の普及・ＰＲのために、「あかりの日委員会」 ３．省エネルギー化については、左記普及活動を
を主催するとともに、「建築環境・省エネ機構」の照明ＷＧ 継続推進する。
に参画し、省エネ照明基準に高効率光源を盛り込む活動を推
進した。

品 目 名 現行ガイドライン（平成１３年７月１２日改定） 進捗状況（現在まで講じてきた主要措置） 今後講じる予定の措置

34．自動販売 １．リデュース・リユース・リサイクル対策の推進
機 (1) 平成９年４月に制定した日本自動販売機工業会の自主基準である ・ 平成９年４月に制定したリサイクル中心の「製品アセスメ ・ 製品アセスメントに関する各社の取組状況と

「製品アセスメントマニュアル」に基づき、設計段階での製品アセス ントマニュアル」の見直しを実施し、リユース、リデュース その効果を明らかにする方策を検討する。
メント（有害物質の削減を含む）の実施を促進するとともに、リユー を配慮した内容に改定した。（平成１４年３月）
ス容易な設計、リデュースに配慮した設計を行うよう本マニュアルの
見直しを検討する。

(2) リデュース・リユースの促進を図るため、自動販売機本体の構造改 ・ ＷＧを設置し、再使用を考慮できる部品のリストアップ作 ・ リストアップした再使用部品を新規製品に組
善による長寿命化、素材や部品の標準化・モジュール化、分解容易性 業を行っている。 み込むためには、ユーザーや整備事業者などの
等を推進する。 理解と協力が必須であることから、流通を含め

(3) プラスチックの使用用途及び種類を調査し、種類数の削減、材質表 ・ 各社のプラスチックの使用用途及び種類を調査し、その実態 た広い範囲での具体的な課題を抽出し、具現化
示について検討する。 を把握しているところ。 に向けた検討を進める。

(4) 日本自動販売機工業会、日本自動販売協会、全国清涼飲料工業会、 ・ フロン回収セミナーの実施（東京、大阪）。 ・ 材質表示の実施基準等の制定について検討す
日本自動販売機保安整備協会が制定した「自販機の適正廃棄マニュア ・ 季刊誌による適正回収処理の広報。 る。
ル」（平成１３年２月改定）に基づき、リサイクルの向上とフロン回
収等の適正処理に努める。

２．技術開発の推進
使用済自販機の素材、部品に関して、関係業界との協力の下にリユー ・分解容易性等の具体化について検討する。

ス・リサイクルの促進のため、構造等の技術開発を推進する。

３．取組の公表
業界のリデュース・リユース・リサイクルに関する取組状況を公表す

るとともに、関係者への啓発・ＰＲを実施する。
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35．レンズ付 １．リデュース・リユース・リサイクル対策の推進 １．回収率アップに努めるため、主要メーカーによる｢レンズ １．共同ｷｬﾝﾍﾟ ｰ ﾝ実施を検討中
フィルム 使用済レンズ付きフィルムについては、理想的なクローズドループリ 付フィルムリサイクル委員会｣を写真感光材料工業会内に設 (例；統一ｽﾃｯｶ ｰの掲出)

サイクルとしてこれまで進められてきたリユース・リサイクルに関する 置。（平成１３年９月）
取組を推進するとともに、商品企画・設計段階から、省資源化（リデュ ２．啓蒙活動 ２．更に実施
ース）し、リユース・リサイクル容易な設計を行う。 ① ガイドライン製品化・回収率向上のため写真業界団体

(｢全日本写真材料商組合連合会｣、｢全日本カラーラボ協会
２．回収の促進 連合会｣等)と写真業界誌16社に協力要請文を送付・掲載。

回収を一層促進するため、現像所等の協力者を増加させ、より確実な ② 各種啓蒙活動の実施(例；ｸﾘｰﾝｼﾞｬﾊﾟﾝｾﾝﾀｰの｢総合学習の
回収システムを構築する。 時間｣13年度環境問題実験校のレンズ付フィルム循環工場

の見学、日本科学未来館での展示))
３．各メーカーとも該当製品について、アセスメントを実施 ３．更に実施

① 易分解構造設計
② 共通部品化等使用材料の統一
③ コンパクト化による省資源化設計

４．詰替品への対応 ４．詰替え製品の発売元・販売元への警告・提訴
① ｢全日本カラーラボ協会連合会｣による現像戻り詰替え品 の実施

の調査
② (可能な相手に対し)法的措置の実施


